
 

 

 

 

 

 

ＧＭＯǳイン株式会社と株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯは 2�2� 年 9 உ 1 日（金）˄

で合́します。2�2� 年 9 உ 1 日以ᨀ、本面は下記にᛠ替Ƒるものとします。 

 

 

 ᛠ替Ƒ前 ᛠ替Ƒࢸ 

商号 株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ ＧＭＯǳイン株式会社 

ႇဪ号 関東財務局長（金商）第 259 号 関東財務局長（金商）第 �1�� 号 

ьλするң会 一ᑍ社ׇ法人 金融先ཋ取引業ң会 

一ᑍ社ׇ法人 日本投資問業ң会 

日本商品先ཋ取引ң会 

一ᑍ社ׇ法人 日本ଢ଼号資産取引業ң会 

一ᑍ社ׇ法人 日本資金決済業ң会 

一ᑍ社ׇ法人 金融先ཋ取引業ң会 

本店ענ Ƅ15�-���� 

東ʮᣃฑғᢊק 1-2-� ฑフクラǹ 

Ƅ15�-���� 

東ʮᣃฑғᢊק一ɠ目２ဪᲭ号 

ᚨᇌ 2��� 年 9உ 2� 日 2�1� 年 1� உ 11 日 

ˊ表者 ˊ表取ዸࢫ社長 ܤဋ ԧ ˊ表取ዸࢫ社長 ჽ ݈ᨙ 

資本金 1 Εό 11 Εό 

ɼたる事業 相対による店頭でリバティブ取引およびそ

の˄࠘関連業務 

ଢ଼号資産ʩ੭業および金融商品取引業 

連絡先 電話ဪ号 �5��-���-��� 

(#:    ��-5��9-�1�5 

'-OCKN  EWUWVQOGT"HZRTKOG�EQO 

お問い合わせӖ˄時間 Ҝ前 9時 ��～Ҝ

ࢸ 5時 �� 分（平日のみ） 

電話ဪ号 �5�-�2�5-���� 

※お電話でのお問い合わせはӖけ˄けて

おりません。お問い合わせのᨥは、お問

い合わせフǩーム、Ӎはȁȣットをご利

用ください。 

 

 

なお、ＦＸプライムｂｙＧＭＯのお客様サポートについては、2�2� 年 9உ 1 日（金）Ҝࢸ 5 時 ��分まで

お問い合わせをӖ˄けております。 

 

 

 

 

 



 

店頭デリバティブ取引に係るご注意 
 

 

 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引

であるため、お客様より事前に要請がない限り、訪問・電話による勧誘はできない取引です 

(注１)。 

 

※この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客様の要請によるものである

ことを改めてご確認ください。なお、当社では取引の勧誘を目的とした電話や個別訪問を

一切行わないことを「勧誘方針」にて表明しています。 

 

 本取引は、少ない資金(保証金)を担保として大きな金額を取引することから大きな利益が得ら

れることもある反面、大きな損失を被る可能性もあり、場合によっては投資金額以上の損失を

被る可能性があります。従いまして、お取引を行う場合は、本取引の内容を十分ご理解の上、

お取引いただきますようお願いいたします。 

 

 お取引に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、当社「お客様サポート」までご連絡

ください。なお、お取引についてのトラブル等は、下記のＡＤＲ(注２)機関における苦情処理・

紛争解決の枠組みもご利用いただけます。 

 

 

 
 

 

(注１)ただし、以下に該当する場合は適用されません。  

 当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合  

 勧誘の日前 1 年間に、２回以上のお取引をいただいたお客様および勧誘の日に未決済の残

高をお持ちのお客様の場合  

 外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客様であって、お客様の保有

する資産及び負債に係る 為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合  

 

(注２)ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しよう

とする紛争の当事者のため、 公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。 

 
 
 

株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 259 号 

 

 

 

お問合せ先  ：特定非営利活動法人 

証券・金融商品あっせん相談センター (ＦＩＮＭＡＣ
フ ィ ン マ ッ ク

) 

フリーダイヤル ： ０１２０-６４-５００５(通話料無料) 

ご利用可能時間 ： ９：００～１７：００(平日のみ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ኖ ዸ ኽ 前 ʩ ˄  面 ڎ

「ƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明」 

ᳺ外国為替取引ኖഘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 � 2 � 年 � உ  

 

 

 

 

 

株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ 
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店頭外国為替保証金取引は、Ψ本あるいは利益を保証した金融商品ではなく、取引対象である通ᝣの̖

あるいは金利の変動等により損失がဃずることがあります。店頭外国為替保証金取引は、少ない資金（保

証金）を担保として大きな金額を取引することから、大きな利益を得られることがある反面、大きな損失

を被ることもあり、場合によっては投資金額以上の損失を被る可能性もあります。お客様におかれまして

は、取引を行われる前に、本「ڎኖዸኽ前ʩ˄面を༌ᛠされ、本取引のˁ組みやリǹクを十分にご理解

いただいた上で、ごᐯ៲の資щ、ჷᜤ、取引ኺ᬴および取引目的等にༀらして適切であると判ૺされる場

合にのみ、ごᐯ៲のᝧ˓において取引されますようお願いいたします。 
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Ƃƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明ƃ 
 

このᛟ明は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 ��வのᲭのᙹ定にؕƮき、お客様にʩ˄する面で、

ӷ法２வ第 22 にᙹ定する店頭デリバティブ取引のうちӷ第１号にᙹ定する店頭外国為替保証金取引

ƀᢠǂる外ᝣƁについてᛟ明します。 

 

取引のリǹク等要事について 

 

店頭外国為替保証金取引は、金融商品取引法、ӷ法に関するˋおよび内᧚ࡅˋが適用される取引です。

下記記᠍事を༌ᛠいただき、その内容を十分ご理解ください。 

 

店頭外国為替保証金取引ƀᢠǂる外ᝣƁは、Ψ本あるいは利益を保証した金融商品ではなく、下記のよう

に様ŷなリǹクをˤうことから、取引対象である通ᝣの̖あるいは金利の変動等により、お客様が大き

な損失を被る可能性もあります。お客様におかれましては、取引を行われる前に本面を༌ᛠされ、店頭

外国為替保証金取引のˁ組みやリǹクを十分にご理解いただいた上、ごᐯ៲の資щ、ჷᜤ、取引ኺ᬴およ

び取引目的等にༀらして適切であると判ૺされる場合にのみ、ごᐯ៲のᝧ˓において取引されますようお

願いいたします。 

 

1Შ 為替相場・金利相場変動リǹク 

Ĭ ƀᢠǂる外ᝣƁは、少ない資金（保証金）を担保として大きな金額を取引することから、高いリǹク

をˤいます。為替相場のݱさな動きによってポǸǷȧンの̖͌が大きく変動するため、利益が大きく

なる可能性がありますが、損失が大きくなり、投資金額以上の損失を被る可能性もあります。 

ĭ 相場ཞඞの࣯変により、٥͌とᝰ͌のき（ǹプȬッȉ）がਘ大することがあり、意図した取引がで

きないことがあります。その場合には、投資金額以上の損失を被る可能性があります。 

Į Ӳ国の金利൦แは、時として大きく変動することがあります。お客様がƀᢠǂる外ᝣƁのポǸǷȧン

を保有しつƮける場合には、ǹȯップポイントがӖ取りからૅいに᠃ơる等金利変動のリǹクが

あります。 

 

2Შ ̮ 用リǹク 

ƀᢠǂる外ᝣƁは、お客様との相対取引です。したがって、当社の̮用ཞඞによっては、お客様が損失を被

るүᨖ性があり、場合によっては投資金額以上の損失を被る可能性もあります。また、当社は、お客様と

の取引からဃơるリǹクの᠉減を目的として、お客様との取引について、インターバンク（行間）ࠊ場

にӋьしている下記の金融機関とǫバー取引を行っています。したがって、そのǫバー取引先金融機関の

̮用ཞඞによっては、当社の財ཞ७およびኺ営ጚにࢨ᪪を及ǅす可能性があり、お客様が損失を被る

үᨖ性があります。 

 

 

商号またはӸᆅ：(:%/（(QTGZ %CRKVCN /CTMGVU .KOKVGF） 

業務内容：(KPCPEKCN KPUVTWOGPVU DWUKPGUU 

ႳთをӖける外国当局：ᒍ国金融行為ᙹ制機ನ（(KPCPEKCN %QPFWEV #WVJQTKV[） 

 

商号またはӸᆅ：./#:（./#: $TQMGT .KOKVGF）  

業務内容：$TQMGT 

ႳთをӖける外国当局：ᒍ国金融行為ᙹ制機ನ（(KPCPEKCN %QPFWEV #WVJQTKV[） 

 

  商号またはӸᆅ：)/1 クリック証券株式会社 

業務内容：金融商品取引業（証券業） 

 

 

なお、お客様からお᪳かりするྵ金保証金等（時̖ᚸ̖ዮ額）は、当社の資産とはғ分してみずǄ̮ᚠ

行（行業）※と日証金̮ᚠ行（行業）の̮ᚠӝࡈにてሥ理（金᥉̮ᚠ）します。みずǄ̮ᚠ行※、

日証金̮ᚠ行の̮ᚠӝࡈǁλ金されるまでの間は、法ˋの定める金融機関（)/1 あおƧらȍット行、み
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ずǄ行、三ᓛ 7(, 行、三ʟ˰Ӑ行、2C[2C[ 行、ಏټ行、˰̮ 5$+ ȍット行、セブン行、Ǐ

うちǐ行、りそな行、ؖྚりそな行）における保証金λ金ݦ用の᪳金ӝࡈにて当社の資産とはғ分

してሥ理します。 

※みずǄ̮ᚠ行とは 2�2� 年 � உをもって̮ᚠڎኖをኳʕし、それ以ᨀは日証金̮ᚠ行一行にてሥ理

します。 

 

�Შ ් 動性リǹク 

ƀᢠǂる外ᝣƁの取引は、Ӳ国の通ᝣの٥ᝰに係る取引です。日本όをڼめ当社がৢっている通ᝣは、通

ࠝ高い්動性が確保されています。また、当社は、お客様の注૨を上記ᙐૠ金融機関でǫバーすることに

より、できる限り高い්動性を確保するようѐめています。しかし、ɼ要国の˞日やȋȥーȨークのٲЦ

等取引が不活ႆな時間࠘においては、Ȭートを੩ᅆすることがᩊになる場合があります。また、ټע

変、争、変あるいは外国為替取引のᙹ制等特ഷなཞඞがႆဃした場合にも、お客様の取引がᩊある

いは不可能となる場合があります。なお、当社の事業がנするע؏でࢍ度のעᩗがႆဃするなƲ大ᙹ

なܹがႆဃし、当社がܤμに注૨ؓ行することがᩊと判ૺした場合は、お客様の注૨Ӗ˄を一時ͣ

止する場合がごƟいます。 

 

�Შ 取引Ƿǹテムリǹク 

電܇取引Ƿǹテムを利用した取引には、ᐯのリǹクがဃơます。お客様のǳンȔȥーター、あるいは当

社のǳンȔȥーターǷǹテム等のᨦ・ᛚ˺動、または第三者が੩̓するƀᢠǂる外ᝣƁの取引に係るǳ

ンȔȥータÜǷǹテム、通̮回ዴ等 、ƀᢠǂる外ᝣƁの取引に係るǷǹテムのᨦ・ᛚ˺動（電щ̓ዅ制限

等によるǳンȔȥータÜǷǹテム等のͣ止もԃǉ）によりお客様に損失がဃơる場合には、お客様がすǂ

てのᝧ˓を負うことになります。また、電܇取引Ƿǹテムを利用されるお客様の個人情إがᆴႭ等により

した場合に、その情إが第三者にफ用される等のリǹクもあります。 

また、いかなる場合もኖ定ࢸに注૨のᚖ正・取りෞしを行うことはできません。お客様ごᐯ៲の判ૺとᝧ

˓においてご利用いただき、当社は一切のᝧ˓を負いませんのであらかơめごʕ১ください。 

 

5Შ 取引手ૠ料 

ƀᢠǂる外ᝣƁのインターȍット取引手ૠ料は無料です。なお、ȭǹǫットにつきましては、ȭǹǫット

手ૠ料として、1通ᝣあたり 5᥉(ただし、ҤǢフリǫランȉ�ό、ȡǭǷǳȚǽ�όは 1通ᝣあたり ��5 ᥉)

がᡙьされます。 

 

�Შ クーリンǰ・Ǫフ 

お客様から店頭外国為替保証金取引の注૨をӖけたときは、当社はすみやかに当該注૨をؓ行いたします

ので、お客様が注૨ᇌࢸに当該注૨ᇌに係るڎኖを解ᨊすること（クーリンǰ・Ǫフ）することはで

きません。 

 

※上記は、当社のৢう店頭外国為替保証金取引にˤうχ的なリǹクをቇにᛟ明したものであり、本取

引からဃơる一切のリǹクをれなくᅆすものではありません。 

※ǫバー取引は、お客様が当社と行われるƀᢠǂる外ᝣƁの取引からᇌした取引です。したがって、ǫバ

ー取引先として記᠍されている上記金融機関は、お客様が行われるƀᢠǂる外ᝣƁの取引について、お客

様の取引相手方となるものではなく、お客様の保証金や取引からႆဃし得る損失その他お客様の取引の内

容もしくは決済、あるいは当社のお客様に対する債務について、˴らᝧ˓を負うものではありません。ま

た、上記金融機関は、お客様が行われるƀᢠǂる外ᝣƁの取引やǫバー取引に関するお問い合わせにࣖơ

ることは、一切ありません。 
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金融商品取引業者の店頭外国為替保証金取引行為に関する禁止行為 

 

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした店頭外国為替保証金取引、またはお

客様のために店頭外国為替保証金取引のۥʼ、取ഏƗもしくはˊ理を行う行為（以下「店頭外国為替保証

金取引行為」という）に関して、ഏのような行為は禁止されていますので、ご注意ください。 

 

C� 店頭外国為替保証金取引ڎኖ（お客様を相手方とし、またはお客様のために店頭外国為替保証金取引

行為を行うことを内容とするڎኖをいいます。以下ӷơ）のዸኽまたはその勧誘に関して、お客様に

対しᖎͬのことをԓƛる行為 

D� お客様に対し、不確ܱな事についてૺ定的判ૺを੩̓し、または確ܱであるとᛚ解させるおそれの

あることをԓƛて店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽを勧誘する行為 

E� 店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽの勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問しまたは電話をか

けて、店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽの勧誘をする行為（ただし、金融商品取引業者がዒ続的取

引関係にあるお客様（勧誘の日前１年間に、２以上の店頭金融先ཋ取引のあった者および勧誘の日に

未決済の店頭金融先ཋ取引の残高を有する者に限ります）に対する勧誘および外国貿易その他の外国

為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リǹクのȘッǸのための勧誘は禁止行為からᨊ外

されます） 

F� 店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽにつき、その勧誘に先ᇌって、お客様に対し、その勧誘をӖける

意࣬の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 

G� 店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽにつき、お客様があらかơめ当該店頭外国為替保証金取引ڎኖを

ዸኽしないଓの意࣬(当該勧誘を引き続きӖけることをࠎஓしないଓの意࣬をԃみます。以下ӷơ)を

表ᅆしたにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘をӖけたお客様が当該店頭外国為替保証金

取引ڎኖをዸኽしないଓの意࣬を表ᅆしたにもかかわらず、当該勧誘をዒ続する行為 

H� 店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽまたは解ኖに関し、お客様にᡕषをᙾƑさせるような時間に電話

または訪問により勧誘する行為 

I� 店頭外国為替保証金取引について、お客様に損失がဃずることになり、またはあらかơめ定めた額の

利益がဃơないこととなった場合にはᐯࠁまたは第三者がそのμᢿもしくは一ᢿをᙀてんし、または

ᙀឱするため当該お客様または第三者に財産上の利益を੩̓するଓを、当該お客様またはそのਦ定し

た者に対し、ဎしᡂみ、もしくはኖளし、または第三者にဎしᡂませ、もしくはኖளさせる行為 

J� 店頭外国為替保証金取引について、ᐯࠁまたは第三者がお客様の損失のμᢿもしくは一ᢿをᙀてんし、

またはお客様の利益にᡙьするため当該お客様または第三者に財産上の利益を੩̓するଓを、当該お

客様またはそのਦ定した者に対し、ဎしᡂみ、もしくはኖளし、または第三者にဎしᡂませ、もしく

はኖளさせる行為 

K� 店頭外国為替保証金取引について、お客様の損失のμᢿもしくは一ᢿをᙀてんし、またはお客様の利

益にᡙьするため、当該お客様または第三者に対し、財産上の利益を੩̓し、または第三者に੩̓さ

せる行為 

L� 本面のʩ˄にᨥし、本ᛟ明の内容について、お客様のჷᜤ、ኺ᬴、財産のཞඞおよび店頭外国為

替保証金取引ڎኖをዸኽする目的にༀらして当該お客様に理解されるために࣏要な方法およびᆉ度に

よるᛟ明をしないこと 

M� 店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽまたはその勧誘に関して、要な事につきᛚ解をဃƥしめるǂ

き表ᅆをする行為 
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N� 店頭外国為替保証金取引ڎኖにつき、お客様もしくはそのਦ定した者に対し、特別の利益の੩̓をኖ

し、またはお客様もしくは第三者に対し特別の利益を੩̓する行為（第三者をして特別の利益の੩̓

をኖさせ、またはこれを੩̓させる行為をԃみます） 

O� 店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽまたは解ኖに関し、ͬᚘを用い、または୧行もしくはᏣᡐをする

行為 

P� 店頭外国為替保証金取引ڎኖにؕƮく店頭外国為替保証金取引行為をすることその他の当該店頭外国

為替保証金取引ڎኖにؕƮく債務のμᢿまたは一ᢿのޗ行をԁし、または不当にࡨさせる行為 

Q� 店頭外国為替保証金取引ڎኖにؕƮくお客様のᚘምにޓする金᥉、有̖証券その他の財産または保証

金その他の保証金をᖎͬの相場を利用することその他不正の手െにより取得する行為 

R� 店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽを勧誘する目的があることをお客様にあらかơめ明ᅆしないで当

該お客様をᨼめて当該店頭外国為替保証金取引ڎኖのዸኽを勧誘する行為 

S� あらかơめお客様のӷ意を得ずに、当該お客様のᚘምにより店頭外国為替保証金取引をする行為 

T� 個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者のࢫՃ（ࢫՃが法人であるときは、そのᎰ務を

行うǂき社Ճをԃみます）もしくは̅用人が、ᐯࠁのᎰ務上のעˮを利用して、お客様の店頭外国為

替保証金取引に係る注૨の動Ӽその他Ꮀ務上ჷり得た特別の情إにؕƮいて、またはݦら投機的利益

のᡙ൭を目的として店頭外国為替保証金取引をする行為 

U� 店頭外国為替保証金取引行為につき、お客様から資金ዮ額についてӷ意を得た上で、٥ᝰの別、通ᝣ

の組合せ、ૠおよび̖のうちӷ意が得られないものについては、一定の事ܱがႆဃした場合に電

ᚘም機による処理その他のあらかơめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引܇

業者がこれらに従って、取引をؓ行することを内容とするڎኖをዸኽする場合において、当該ڎኖを

面によりዸኽしないこと（電܇情إ処理組ጢを̅用する方法その他の情إ通̮の২ᘐを利用する方

法によりዸኽする場合をᨊきます） 

V� 店頭外国為替保証金取引行為につき、お客様に対し、当該お客様が行う店頭外国為替保証金取引の٥

˄またはᝰ˄と対当する取引（これらの取引からဃơ得る損失を減少させる取引をいいます）の勧誘

その他これに˩する行為をすること 

W� 店頭外国為替保証金取引につき、お客様のܱ᪳ᚠ額がኖ定時࣏要᪳ᚠ額に不ឱする場合に、取引ᇌ

 Ⴚちに当該お客様にその不ឱ額を᪳ᚠさせることなく当該取引をዒ続することࢸ

X� 外国為替保証金取引につき、営業日ごとの一定の時Цにおけるܱ᪳ᚠ額がዜ持࣏要᪳ᚠ額に不ឱする

場合に、当該お客様にその不ឱ額を᪳ᚠさせることなく取引をዒ続すること 

Y� お客様にとって不利なǹリッȚーǸがႆဃする場合（注૨時の̖よりኖ定̖の方がお客様にとっ

て不利な場合）には、お客様にとって不利な̖で取引をᇌさせる一方、お客様にとって有利なǹ

リッȚーǸがႆဃする場合（注૨時の̖よりኖ定̖の方がお客様にとって有利な場合）にも、お

客様にとって不利な̖で取引をᇌさせること 

Z� お客様にとって不利な̖で取引をᇌさせるǹリッȚーǸのርを、お客様にとって有利な̖で

取引をᇌさせるǹリッȚーǸのርよりも࠼くᚨ定すること 

[� お客様にとって不利なǹリッȚーǸがႆဃする場合にᇌさせる取引額の上限を、お客様にとって有

利なǹリッȚーǸがႆဃする場合にᇌさせる取引額の上限よりも大きくᚨ定すること 
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勧誘方針 

 

当社は、ᳺ金融商品取引法、「商品先ཋ取引法」および「金融サーȓǹの੩̓に関する法ࢷ」にЩり、その

勧誘方針を以下の通り定め公表します。 

 

1.お客様のჷᜤ、投資ኺ᬴、投資目的および資産のཞඞにༀらし、適切な商品ᛟ明を行い、商品内容、リǹ

クを十分にご理解いただくようѐめます。お客様におบしするᳺ取引Ǭイȉ、その他の、当社țーム

ȚーǸ等において、適切なごᛟ明、ごక内を行い、お客様からのご要ஓがあれƹ、ӝ頭にてごᛟ明します。 

 

2.取引の勧誘を目的とした電話やৎ別訪問は、いかなる時間࠘においても行いません。 

 

�.関係法ˋᜂᙹЩのᢝࡁ࣋、ܣを確保するための社内ሥ理˳制のૢͳ、҄ࢍにѐめます。 

 

�.適切な勧誘が行われるよう、ࢫᎰՃに対し十分なᄂ̲を行います。 

また、当社のࢫᎰՃは、個ŷにおいてもݦᧉჷᜤの፼得、ᄂᦺにࠝにѐめます。 

 

5.お客様に、よりឋの高いサーȓǹをご੩̓するため、お客様からのお取引等についてのご意ᙸをいつで

も১ります。 

 

（お問い合わせᆸӝ： お客様サポート �5��-���-���） 
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店頭外国為替保証金取引ƀᢠǂる外ᝣƁについて 

 

当社が取ৢうƀᢠǂる外ᝣƁの取引内容はഏの通りです。 

 

1� 取引可能な通ᝣȚǢ 

ȉルό、Ȧーȭό、ᒍポンȉό、ᝍȉルό、0<ȉルό、ǫȊダȉルό、ǹイǹフランό、ҤǢフリǫラ

ンȉό、トルǳリラό、ȡǭǷǳȚǽό、Ȧーȭȉル、ᒍポンȉȉル、ᝍȉルȉル、0< ȉルȉル 

 

2� ٥ᝰҥˮ 

μ通ᝣȚǢσ通で、1���� 通ᝣҥˮ（1���� 通ᝣのૢૠ̿）とします。 

本取引に係る 1 取引あたりのૠ上限、1 日あたりのૼᙹ取引ૠ上限、通ᝣȚǢのྚૠ上限およ

びྚˑૠ上限は、当社が別ᡦ定めるものとします。 

※ኺ済ਦႆ表時、またはᩗなƲのټ変ီע、外ᢿ要׆、その他ᢅ度な相場変動にᙸᑈわれるリǹクが

あると当社が判ૺした場合にはૼᙹ注૨ૠおよびྚૠを制限する場合があります。 

 

�� 取引時間 

Ĭ 取引時間 

ҾЩとして、下記の取引˞止間をᨊく日 2� 時間とします。ただし、クリǹマǹおよび年年

 。の取引時間は、当社が別ᡦ定めるものとしますڼ

Ƃ国แ時間の間ƃ 

日本時間：உ୴日Ҝ前 �時からם୴日Ҝ前 �時 5�分まで 

Ƃ国ٰ時間の間ƃ 

日本時間：உ୴日Ҝ前 �時からם୴日Ҝ前 5時 5�分まで 

※上記時間内においても、国東ᢿ時間Ҝࢸ �時 5� 分からڼするǷǹテムの日ഏ処理およびバ

ックǢップ処理のため、取引ができない時間࠘があります。 

※取引˞止間 

 日本時間のם୴日ଔஔ（国東ᢿ時間Ҝࢸ 5 時）から、その፻ᡵの日本時間のஉ୴日ଔஔ（Ǫ

セǢȋǢࠊ場でܱᨥに取引がϐされる時間）までの間は、外国為替ࠊ場がܱឋ的に˞場して

いるため取引˞止とします。 

※日本時間உ୴日Ҝ前７時（取引ڼ）に有јとなっているਦ͌注૨およびᡞਦ͌注૨は、その

٥りᝰい、ૼᙹ決済の別を問わず、取引ڼ時ໜでそのኖ定வˑをたしている場合、Ǫープ

ンȬート（取引ࢸڼஇИに੩ᅆされるȬート）でኖ定します。そのためਦ͌注૨、ᡞਦ͌注

૨に関わらず、ਦ定Ȭートとܱᨥのኖ定Ȭートとの間に̖ࠀ（ǹリッȚーǸ）がႆဃする可

能性があります。 

日本時間உ୴日Ҝ前７時（取引ڼ）をᨊく通ࠝ時のਦ͌注૨は、そのኖ定வˑをたした場

合、ਦ定Ȭートでኖ定します。 

ĭ 注૨Ӗ˄時間 

ҾЩとして、˞日をԃǉ日 2� 時間とします。 

※日本時間உ୴日Ҝ前 �時（取引ڼ）前の ��分間は注૨のӖ˄をいたしません。 

※日本時間ם୴日Ҝ前 � 時（国ٰ時間の場合、Ҝ前 � 時�取引ኳʕ）前の 1� 分間は注૨のӖ˄

をいたしません。 

※上記時間内においても、国東ᢿ時間Ҝࢸ �時 5� 分からڼするǷǹテムの日ഏ処理およびバ

ックǢップ処理のため、取引ができない時間࠘があります。 

※取引時間外に行注૨はӖ˄いたしません。 

 

�� 取引Ȭート 

ƀᢠǂる外ᝣƁでは、お客様は、外国為替ࠊ場のܱѬである当社ǫバー取引先金融機関が੩̓する為替Ȭ

ートにؕƮいて当社が੩ᅆした為替Ȭートで٥ᝰを行うことができます。テȬȓ、ૼᎥ、インターȍット

等他の情ۥإ˳が表ᅆする為替Ȭートはあくまでࠊ場のӋᎋ̖にᢅƗないこともあり、当社がお客様に

੩ᅆするȬートとီなることがあります。また、当社が੩ᅆする為替Ȭートには、٥͌とᝰ͌のき（ǹ

プȬッȉ）があり、Ȭートのఐૠは対ό通ᝣȚǢがݱૠ第 � ˮまで、対ȉル通ᝣȚǢがݱૠ第 5 ˮまで表

ᅆされます。取引ȬートのԠ͌のஇݱ変動ࠢは、対ό通ᝣȚǢが �Შ��1、対ȉルが �Შ����1（1 ɢ通ᝣを
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取引ҥˮとした場合の 1 Ԡ͌あたりの損益額は、対ό通ᝣȚǢが 1� ό、対ȉル通ᝣȚǢが �Შ1 ȉル）で

す。なお、お客様からの注૨は行等ᙐૠの金融機関にてǫバーし、இኳ的にインターバンクࠊ場でؓ行

されます。 

なお、当社では相場࣯変時等においてᙐૠのǫバー取引先金融機関から為替Ȭートの੩̓がなくなった場

合、または੩̓されている為替Ȭートが一定のؕแ͌をたさなくなりࠊ場ܱѬを反ପしていないと当社

が判ૺした場合において、お客様ǁの為替Ȭートのᣐ̮およびお客様の注૨ؓ行を一時ͣ止することがご

Ɵいます。そのࢸ、ᙐૠのǫバー取引先金融機関から為替Ȭートの੩̓が行われている場合、੩̓されて

いる為替Ȭートがࠊ場ܱѬを反ପしたȬートであると当社が判ૺできた場合において、お客様ǁの為替Ȭ

ートのᣐ̮およびお客様の注૨ؓ行をϐいたします。 

ただし、相場ཞඞ等によっては、ᙐૠのǫバー取引先金融機関といったૠによらず、ǫバー取引先金融機

関から੩̓されている為替Ȭートがࠊ場ܱѬを反ପしたȬートであるかԁかを当社が判ૺし、お客様ǁの

為替Ȭートのᣐ̮およびお客様の注૨ؓ行についてͣ止・ϐを行う場合があります。なお、為替Ȭート

のᣐ̮をͣ止している間の相場動Ӽによっては、ϐࢸの為替Ȭートがお客様のポǸǷȧンのȭǹǫット

※ؕแ̖を大きくлりᡂǉ場合があります。その場合、ϐࢸの為替Ȭートでȭǹǫットの時̖ᚸ̖が

行われるため、ȭǹǫットؕแ̖˄ᡈでȭǹǫットされた場合にൔǂて、大きな損失がႆဃする可能性

があり、相場の動Ӽによっては、お客様からお᪳かりした保証金以上の損失がႆဃする場合があります。 

※ȭǹǫットについては「��ȭǹǫットルール」をごӋༀください。 

※取引ဒ面上に表ᅆされる͌ڼ、高͌、͌ܤ、ኳ͌は٥͌、ᝰ͌のӑ方を表ᅆしていませんので、これらの

Ȭートで٥ᝰɲ方の注૨がؓ行されるわけではありません。 

 

 要保証金࣏ �5

取引に࣏要となる保証金は、個人のお客様と法人のお客様でそれƧれီなります。 

個人のお客様は取引通ᝣȚǢのे定Ψ本に ��をʈơた金額となります。 

 

̊(個人の場合)：ȉルόが 1������ όの場合、ȉルό１ɢ通ᝣを取引するには 

������ ό（1������ όg1����� 通ᝣg��）が࣏要です。 

 

法人のお客様は、取引通ᝣȚǢのे定Ψ本に通ᝣȚǢごとにᚨ定された࣏要保証金ྙをʈơた金額となり

ます。 

 

̊(法人の場合)：ȉルόが 1������ ό、ɫつ࣏要保証金ྙが 2Ჟの場合、１ɢ通ᝣを取引するには 

2����� ό（1������ όg1����� 通ᝣg2�）が࣏要です。 

ポンȉόが 15����� ό、ɫつ࣏要保証金ྙが �Ჟの場合、１ɢ通ᝣを取引するには 

�5���� ό（15����� όg1����� 通ᝣg��）が࣏要です。 

 

※法人のお客様については、通ᝣȚǢごとに࣏要保証金ྙをᚨ定しています。࣏要保証金ྙはᡵ金୴日

のȋȥーȨーククȭーǺࢸにᙸႺしを行います。ᙸႺしࢸの࣏要保証金ྙは、ᡵם୴日の定ȡンテ

Ȋンǹがኳʕഏ第、当社țームȚーǸでおჷらせいたしますので、࣏ずご確認ください。 

※保有ポǸǷȧンに係る࣏要保証金とૼᙹ注૨に係る࣏要保証金を合ᚘした金額のことを「̅用ɶ保証金」

といい、取引に̅用可能な保証金のことを「̅用可能保証金」といいます。 

※ɲて（ӷ一通ᝣȚǢのᝰいポǸǷȧンと٥りポǸǷȧンをӷ時に持つこと）の場合、取引ૠのٶい

ポǸǷȧンにのみ࣏要保証金が࣏要となります。（/#: 方式） 

※ɲては、取引Ȭートおよびǹȯップポイントに٥͌とᝰ͌のき（ǹプȬッȉ）があるため、お客様

の負担するǹプȬッȉǳǹトが 2 ̿となること等のデȡリットがあり、ኺ済合理性をഎくことから、当

社は一切お勧めしていません。また、ჺ間内にɲてとなる取引等については禁止しています。 

 

�� ȭールǪーバー 

ƀᢠǂる外ᝣƁは、外国為替Ⴚཋ取引です。外国為替Ⴚཋ取引では、通ࠝ、取引がᇌした日の 2 通ᝣ営

業日ࢸにܱᨥに資金のӖบしが行われますが、ƀᢠǂる外ᝣƁはࠀ金決済を行いますので、決済当日にお客

様の外国為替取引ӝࡈ（ˊ表ӝࡈ）を通ơて、٥ᝰ損益のみӖบしが行われます。また、ǹȯップポイント

をь減ምすることによって、そのポǸǷȧンのӖบ日を 1 通ᝣ営業日ずつጮりࡨǂることができます（こ

れを「ȭールǪーバー方式」といいます）。お客様は、ポǸǷȧンが決済されるまでこのጮりࡨǂ（ȭール
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Ǫーバー）を続けることにより、ポǸǷȧンをዜ持することができます。 

 

�� ǹȯップポイント 

ポǸǷȧンをȭールǪーバーするᨥに、保有ポǸǷȧンの対象通ᝣの金利ࠀからႆဃするࠀ額のことを「ǹ

ȯップポイント」といいます。外国為替取引を行った時、お客様が「٥る通ᝣ」を͈りて「ᝰう通ᝣ」を᪳

金するとおᎋƑください。「ᝰった通ᝣ」の金利が「٥った」通ᝣの金利より高い場合には、金利ࠀ相当額

をӖ取ることができ、ᡞの場合には、金利ࠀ相当額をૅうこととなります。 

※ǹȯップポイントには٥͌とᝰ͌のき（ǹプȬッȉ）があり、ૅいとӖ取りの金額がီなります。 

※ǹȯップポイントのӖいは、Ӳ国の金利情Ѭ等により変動し、ࠊ場金利の動きにࣖơて日ŷ変҄しま

す。そのため、その時ŷのӲ国の金利൦แによってǹȯップポイントのӖいの金額が変動したり、場

合によってはӖいがᡞ᠃したりする可能性があります。 

※日ŷのǹȯップポイントのӖい額は、当社țームȚーǸおよび取引ဒ面内にてご確認いただけます。 

※ポǸǷȧンをȭールǪーバーする場合、ǹȯップポイントは 1 ό（セント）未のᇢૠもԃめて日ŷь

ምされていきますが、決済時には 1 ό未のᇢૠを切りਾてます。٥ᝰ損益についても決済時のᇢૠの

取ৢいはӷ様です。 

 

�� ȭǹǫットルール 

ƀᢠǂる外ᝣƁでは、1 分以内の間ᨠでお客様の取引ӝࡈの時̖ᚸ̖を行います。時̖ᚸ̖の時ໜにおい

て、お客様の時̖ᚸ̖ዮ額が̅用ɶ保証金の 1���を下回っていた場合、当該時ໜをもってȭǹǫットの対

象と判ૺします。ȭǹǫットの対象と判ૺされた取引ӝࡈについては、お客様の未ኖ定注૨のμᢿをࢍ制

的に取ෞした上で、お客様が保有されている未決済ポǸǷȧンのすǂてをႺちにࢍ制的に決済（行注૨）

します。ȭǹǫットルールは、お客様の損失を限定するためのルールではありますが、ȭǹǫットவˑの

ԁについて、当社が一定の間ᨠでႳᙻを行なっている関係上、ȭǹǫットのؕแ̖となるȬートでの

ኖ定を保証できるものではなく、外国為替相場の変動によっては、お客様が当社に᪳ᚠされた資金を上回

る損失がဃơる可能性もあります。 

 

時̖ᚸ̖ዮ額：取引ӝࡈ残高にᚸ̖損益をь減し、未手ૠ料をࠀし引いた金額 

 

 制決済についてࢍ �9

ȭǹǫットؓ行൦แの変にˤい、ࢍ制決済制度はࡑ止されました。 

 

 
1�ᲨǹリッȚーǸ 

ǹリッȚーǸとは、下記Ĭ、ĭをਦします。ǹリッȚーǸは、お客様にとって有利な場合もあれƹ、不利な

場合もあります。 

Ĭ 行注૨ 

お客様のႆ注時に取引ဒ面に表ᅆされている̖とܱᨥのኖ定̖との間に̖ࠀがႆဃする場

合があります。当該̖ࠀは、お客様のᇢと当社Ƿǹテム間の通̮および当社Ƿǹテムがお客様

の注૨をӖけ˄けたࢸのኖ定処理に要する時間のኺᢅによりႆဃするものです。 
ĭ ਦ͌注૨およびᡞਦ͌注૨ 

ᡞਦ͌注૨は、ܱ ѬȬートがお客様のਦ定したȬートにПᢋした時、Пᢋした時ໜのܱѬȬートで

ኖ定するため、お客様がਦ定するȬートとኖ定Ȭートに̖ࠀがဃơる場合があります。 

また、日本時間உ୴日Ҝ前７時（取引ڼ）に有јとなっているਦ͌注૨およびᡞਦ͌注૨は、そ

の٥りᝰい、ૼ ᙹ決済の別を問わず、当該உ୴日 �時の取引ڼ時ໜでそのኖ定வˑをたしてい

る場合に、ǪープンȬート（取引ࢸڼஇИに੩ᅆされるȬート）でኖ定します。そのため、ਦ͌

注૨、ᡞਦ͌注૨にかかわらず、ਦ定Ȭートとܱᨥのኖ定Ȭートとの間に̖ࠀがႆဃする場合が

あります。 
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※当該உ୴日 � 時の取引ڼ時ЦにȬートを੩̓できない場合においては、お客様がすでにႆ注

されているਦ͌注૨ならびにᡞਦ͌注૨は、取引をڼした時ЦのȬートをؕแにؓ行します。そ

のため、ਦ͌注૨はਦ定Ȭートでኖ定し、ᡞਦ͌注૨はਦ定Ȭートよりも不利なȬートでኖ定する

場合があります。 

 
11Შ保証金 

保証金とは、取引を行うために࣏要な資金のことですが、当社では、ྵ金（日本ό）のみを保証金としてお

᪳かりします。お᪳けいただく場合には、当社ਦ定の行ӝࡈにおਰᡂみください。 

行等金融機関のᆸӝあるいは #6/ でおਰᡂみされる場合には、ご̔᫂人Ӹのഇに、࣏ずお客様のおӸ前

をご記λください。 

Ƃ̊：ǫȯセ イȁȭǦƃ 

※取引ဒ面より、ȍットλ金サーȓǹ「ȍットλ金 2�」を利用しておਰᡂみいただくこともできます。ᛇ

ኬは当社țームȚーǸにてご確認ください。 

 

12Შ保証金のᡉᢩ 

お客様はЈ金可能額のር内で保証金の一ᢿあるいはμᢿをЈ金することができます。Ј金をごࠎஓのお

客様は、取引ဒ面上または電話にてご̔᫂ください。��：��～1�：59 までのЈ金̔᫂は፻行営業日に、

15：��～2�：59 までのЈ金̔᫂、ם日およびᅔ日のЈ金̔᫂は፻ŷ行営業日に、あらかơめお客様がႇ

されたお客様ご本人Ӹ፯の金融機関のӝࡈǁおਰᡂみいたします。ただし、「ˊ表ӝࡈ」にЈ金可能な金

額がある場合でも、「その他ӝࡈ※」の取引ӝࡈ残高がマイȊǹとなった場合（ただし、時̖ᚸ̖ዮ額がプ

ラǹの場合はᨊく）には、ˊ表ӝࡈからのЈ金ができなくなります。※「その他ӝࡈ」とは、外国為替取引

ኖഘ第Ჭவ第１にᙹ定される「その他ӝࡈ」のこと。 

 

1�Შʩ˄について 

当社は、お客様が行われた取引およびλЈ金をごᐯ៲でᡮやかにご確認できるように、以下のӲᆔを

˺し、๛なく電ᄬ的方法によりʩ˄（電܇ʩ˄）いたします。お客様は、その内容について、取引ဒ面

上で 2&( フǡイルにてご確認いただけます。  

なお、ҾЩとしてʩ˄のᣁᡛは行っておりません。やǉを得ない理ဌによってᣁᡛをࠎஓされる場合

に限り、お客様にႆ行手ૠ料をご負担いただいたうƑで、ᣁ̝にてごᡛ˄いたします。（ᛇしくは本ᛟ明

「店頭外国為替保証金取引ƀᢠǂる外ᝣƁの手続きについて」の「11�のႆ行手ૠ料」をご確認くださ

い）。 

 

・取引إԓ 

お客様のӲ٥ᝰ取引の内容に関するإԓ 

 

・取引残高إԓ（ψλЈ金通ჷ） 

お客様のポǸǷȧンのཞඞ、λЈ金ޗഭおよびˊ表ӝࡈのཞඞに関するإԓ 

 

また、ᳺƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明、ᳺ外国為替取引ኖഘ、ᳺ電܇取引ኖഘについても電܇ʩ˄いたしま

す。お客様は、当社țームȚーǸあるいは取引ဒ面上で 2&( フǡイルにてごᚁいただくことができます。 

※一ᢿについては、電܇ʩ˄によらず面ʩ˄による場合がごƟいますのであらかơめごʕ১くださ

い。なお、電܇ʩ˄の場合にも、記᠍事をҮТすることができます。 

 

1�Შᆋ金について 

（個人のお客様の場合） 

ƀᢠǂる外ᝣƁの取引からႆဃする※確定利益金（ǹȯップ益をԃǉ）は、2�12 年 1 உ 1 日の取引以ᨀ、

ᩃ得としてဎԓ分ᩉᛢᆋの対象となり、お客様ごᐯ៲で確定ဎԓする፯務があります。 

ᆋྙは、得ᆋが 15Ჟ、ࣄᐻ特別得ᆋが得ᆋ額g2�1Ჟ※、ע方ᆋが 5Ჟとなります。その損益は、ࠀ

金等決済をした他の先ཋ取引の損益と通ምでき、また通ምして損失となる場合は、一定の要ˑの下、፻年

以ᨀ �年間ጮりឭすことができます。 
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※未決済ポǸǷȧンのᚸ̖損益（為替損益およびǹȯップ損益）はᛢᆋ対象外となります。 

※当社は、確定した取引損益額を記᠍した「ૅᛦ」をᆋ務ፙǁ੩Јします。 

※ƀᢠǂる外ᝣƁの取引に係る損益証明は、取引ဒ面より 2&( フǡイルにてご確認いただけます。 

※ʻࢸ、ᆋ制改正等が行われた場合、ᆋ金の取ৢいが変となる可能性があります。 

�ᐻ特別得ᆋは、2�1ࣄ※ 年から 2��� 年まで（25年間）のӲ年分の得ᆋの額に 2�1Ჟをʈơた金額（利

益に対しては、���15Ჟ）が、ᡙь的にᛢᆋされます。 

 

（法人のお客様の場合） 

ƀᢠǂる外ᝣƁの取引からႆဃする得（ǹȯップ益をԃǉ確定利益）は、法人ᆋに係る得のᚘም上、益

金の額にምλされます。ᛇしくは、ᆋ理ٟやᠤのᆋ務ፙにお問い合わせください。 

※ƀᢠǂる外ᝣƁの取引に係る損益証明は、取引ဒ面より 2&( フǡイルにてご確認いただけます。 

 

15Შڎኖኳʕ 

ᳺ外国為替取引ኖഘ第 �� வに記᠍する事ဌがဃơたお客様については、ƀᢠǂる外ᝣƁのڎኖがኳʕとな

ります。 

 

1�Შ通話᪦ 

当社は、お客様との通話を᪦することがありますので、あらかơめごʕ১ください。 

 

1�Შǫバー取引 

当社では、お客様の٥ᝰ注૨に対し、通ᝣȚǢごとにお客様ӷٟの٥ᝰ注૨をマッȁンǰさせ、ȍットポ

ǸǷȧン額が、一定額にᢋした場合は、適切なǫバー取引先にǫバー取引が行われるようにするǷǹテム

をನሰしており、営業日のいかなる時ໜにおいても、外ᝣポǸǷȧンに係る相場変動リǹクを一定額以

下に৮Ƒられるようにሥ理しています。なお、当社のǫバー取引先は本ᛟ明の「取引のリǹク等要事

について」に記᠍されている通りです。 
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店頭外国為替保証金取引ƀᢠǂる外ᝣƁの手続きについて 

 

お客様が当社とƀᢠǂる外ᝣƁの取引を行うᨥの手続きのಒ要はഏのとおりです。 

 

1Შ ӝࡈᚨ 

ᳺƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明、ᳺ外国為替取引ኖഘ、ᳺ電܇取引ኖഘを༌ᛠいただき、取引のˁ組みおよび

リǹクを十分ご理解された上で、ӝࡈᚨをおဎᡂみください。 

 

2Შ ӝࡈᚨဎᡂ方法 

Ĭ Ǫンラインでのおဎᡂみ（個人のお客様のみ） 

当社țームȚーǸ（ȑǽǳン用またはȢバイル用）上のƂӝࡈᚨƃȜタンをクリックしていただ

き、手にしたがい手続きをᡶめてください。なお、本人確認は、電܇的にᡛ˄（ȡールにช

˄またはӝࡈᚨဎᡂみȚーǸ上でǢップȭーȉ）またはᣁᡛ、(#: にて当社までᡛ˄いただきま

す。 

ĭ ӝࡈᚨဎᡂのご੩Ј（法人のお客様のみ） 

当社からᡛ˄したဎᡂ一式（取引ӝࡈᚨဎᡂおよびリǹク確認等）と本人確認（法

人および取引ᝧ˓者）をᣁᡛにて当社までᡛ˄いただきます。 

 

※本人確認のᛇኬについては、当社țームȚーǸにてご確認ください。 

※ご੩ЈしていただきましたはごᡉҲいたしませんので、あらかơめごʕ১ください。 

※お客様からいただいた個人情إについては、ӝࡈᚨの可ԁにかかわらず、当社が別ᡦ定める「個

人情إ保ᜱ方針」にؕƮき、ӈにሥ理いたします。 

 

�Შ ӝࡈᚨ通ჷのᡛ˄ 

社内ݙ௹※の上、当社が定めたお客様 +& ɳびにИȑǹȯーȉ、当社ਦ定のਰᡂみ先行ӝࡈが記᠍され

ているӝࡈᚨ通ჷを、お客様（個人のお客様）の本人確認に記᠍されているご˰にᡛ˄※いた

します。 

 

内容につきましても公いたしませ௹ݙ、ᚨをおૺりする場合がごƟいます。またࡈのኽௐ、ӝ௹ݙ※

んので、あらかơめごʕ১ください。 

※法人のお客様の場合、法人のႇ記上のענにᡛ˄いたします。また、取引ᝧ˓者様には本人確認

に記᠍されているご˰に取引ᝧ˓者ႇ通ჷをᡛ˄いたします。 

 

�Შ 保証金のお᪳けλれ 

当社に保証金を᪳けλれることにより、取引をڼできます。 

保証金のᛇኬについては、本ᛟ明「店頭外国為替保証金取引ƀᢠǂる外ᝣƁについて」の「11�保証金」

にてご確認ください。 

 

5Შ 注૨のਦᅆ事 

ƀᢠǂる外ᝣƁの注૨をするときは、当社の注૨Ӗ˄時間内、ഏの事を正確にਦᅆしてください。 

Ĭ 注૨する通ᝣȚǢ 

ĭ ٥˄取引またはᝰ˄取引の別 

Į 注૨ૠ 

į 注૨のᆔ（̖・行・ਦ͌・ᡞਦ͌等） 

İ 注૨の有ј限 

ı その他お客様のਦᅆによることとされている事 

 

�� 注૨のᆔ 

Ĭ 行注૨ 

行注૨は、お客様が一定のȬートをਦ定せず、通ᝣȚǢの別、取引のૠ、٥りᝰいの別のみをਦ

定する注૨方法です。行注૨は、当該注૨をኖ定処理する時ໜのȬートでኖ定します。当社Ƿǹテ

ムがᙐૠの行注૨をӖけ˄ける場合、Ӗけ˄けたဪがଔいものからؓ行されますが、お客様のᇢ
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と当社Ƿǹテム間の通̮および当社Ƿǹテムがお客様の注૨をӖけ˄けたࢸのኖ定処理に要する時

間のኺᢅにより、お客様のႆ注時に取引ဒ面に表ᅆされている̖とܱᨥのኖ定̖との間に̖ࠀ

（これを「ǹリッȚーǸ」といいます）がႆဃする場合があります。「ǹリッȚーǸ」は、お客様にと

って有利な場合もあれƹ、不利な場合もあります。※大きい方のૠ܌がお客様のᝰ͌、ݱさい方のૠ

がお客様の٥͌となります。̊Ƒƹ、ȉルόのȬートが܌ 1������-�2� と表ᅆされている場合は、

1����2� がお客様のȉルのᝰ͌、1������ がお客様のȉルの٥͌となります。 

 

ĭ ਦ͌注૨ 

ਦ͌注૨は、お客様が注૨時に注૨Ȭートをਦ定して行う注૨方法です。ਦ͌注૨は、Ӗ注時におけ

るȬートに対して、有利なȬートが注૨Ȭートとしてਦ定されたもののみ有јな注૨としてӖ注され

ます。 日本時間உ୴日Ҝ前７時（取引ڼ）をᨊく通ࠝ時について、ਦ͌注૨の٥りは、ਦ定した注

૨Ȭート以上のȬートとなった場合、ਦ͌注૨のᝰいは、ਦ定した注૨Ȭート以下のȬートとなった

場合、ਦ定した注૨Ȭートでؓ行されます。 ਦ͌注૨の٥りは、ȬートのܤいものがȬートの高いも

のにΟ先し、ਦ͌注૨のᝰいは、Ȭートの高いものがȬートのܤいものにΟ先しؓ行されます。ӷơ

Ȭートの注૨がЈた場合はӖ注時間のଔいものがΟ先されることになります。  

 

Į ᡞਦ͌注૨ 

ᡞਦ͌注૨は、ਦ͌注૨とӷơく注૨Ȭートをਦ定する注૨方法です。しかし、ਦ͌注૨とီなり、

ᝰいの場合にはྵנのǢǹクȬートより高いȬートを、また、٥りの場合にはᡞに٥͌より˯いȬー

トをお客様にごਦ定いただきます。ᝰいのᡞਦ͌注૨は、ᝰ͌がお客様のਦ定Ȭートにᢋした時ໜで

ؓ行され、٥りのᡞਦ͌注૨は、٥͌がお客様のਦ定Ȭートにᢋした時ໜでؓ行されます。なお、ᡞ

ਦ͌注૨は、ܱѬȬートがお客様のਦ定したȬートにПᢋした場合、Пᢋした時ໜのܱѬȬートでኖ

定するため、お客様がਦ定するȬートとኖ定Ȭートに̖ࠀ(ǹリッȚーǸ)がဃơる場合があります。 

 

į ǪーǷーǪー注૨（1%1᳙1PG %CPEGNU VJG 1VJGT᳙QTFGT） 

決済注૨の場合に、ਦ͌注૨とᡞਦ͌注૨の 2つをӷ時にЈすことができます。一方がኖ定した時は、

ኖ定していない他方がᐯ動的に取ෞされます。 

※2 つの注૨はӷ取引ૠとなります。 

 

İ イフダン注૨(KH FQPG QTFGT)  

ૼᙹのਦ͌注૨またはᡞਦ͌注૨をЈすとともに、そのૼᙹ注૨がኖ定した場合に有јとなる決済注

૨をӷ時にЈす方式です。なお、決済注૨は、ਦ͌注૨、ᡞਦ͌注૨、あるいはǪーǷーǪー注૨から

ᢠƿことができます。 

※2 つの注૨はӷ取引ૠになります。 

 

�Შ 注૨の有ј限 

Ĭ ǸーティーǷーǪーダー（)6%᳙)QQF 6KNN %CPEGNNGF᳙QTFGT） 

お客様が取ෞされるまで有јな注૨です。 

 

ĭ デイ・Ǫーダー（&C[ QTFGT） 

ǪーダーをЈした日のȋȥーȨーク時間Ҝࢸ 5時（日本時間፻ஔ）まで有јな注૨です。 

 

Į ᡵǪーダー 

ǪーダーをЈされたᡵの金୴日ȋȥーȨーク時間Ҝࢸ 5 時（日本時間ם୴日ଔஔ）まで有јなǪーダ

ーです。 

※イフダン注૨をデイ・ǪーダーあるいはᡵǪーダーでЈされ、その有ј間内にૼᙹの注૨のみ

ኖ定した場合、決済注૨は、ᐯ動的にǸーティーǷーǪーダーとなります。 

 

�Შ 注૨の取ෞ・変 

ኖ定前の注૨は、注૨Ӗ˄時間内に取ෞし、変が可能です。しかし、一ኖ定した注૨を取ෞし（ク

ーリンǰ・Ǫフ）、変することはできません。ただし、取引のͤμ性にༀらし当社が不適当と判ૺし

た場合、そのኖ定は取ෞ、変されることがあります。 
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9Შ 注૨をした取引のᇌ 

お客様のƀᢠǂる外ᝣƁの取引に係る注૨がᇌした場合、当社は取引の内容等を明らかにした取引

ԓをお客様にʩ˄します。（ᛇしくは本ᛟ明「店頭外国為替保証金取引ƀᢠǂる外ᝣƁについて」إ

の「1��ʩ˄について」をご確認ください） 

 

1�Შ 取引手ૠ料 

ƀᢠǂる外ᝣƁの取引には、下記ĭ、Įの手ૠ料が適用されます。 

 なお、手ૠ料は、ポǸǷȧン決済時に、お客様の取引ӝࡈ残高（保証金残高）からࠀし引くことにより

 。ӓいたしますࣉ

 

Ĭ １通ᝣあたりのインターȍット取引手ૠ料 

インターȍット取引手ૠ料は無料です。 

※ȭǹǫットがؓ行された場合は、ȭǹǫット手ૠ料が適用されます。 

 

ĭ １通ᝣあたりの電話取引手ૠ料 

取引ૠ ༾ᢊ手ૠ料 

5� ɢ通ᝣ以上 5 ᥉ 

5 ɢ通ᝣ以上、5� ɢ通ᝣ未 1� ᥉ 

1 ɢ通ᝣ以上、5ɢ通ᝣ未 2� ᥉ 

※ҾЩ電話による注૨はӖけ˄けません。 

ただし、当社が電話での注૨が࣏要と判ૺする場合に限り、1 ɢ通ᝣ以上の決済注૨のみӖけ˄けをし

ます。 

なお、1 ɢ通ᝣ未の取引については、いかなる場合でも電話取引は一切Ӗけ˄けられません。 

 

Į 1 通ᝣあたりのȭǹǫット手ૠ料 

通ᝣȚǢ 手ૠ料(ᆋᡂ) 

ҤǢフリǫランȉ�ό 

ȡǭǷǳȚǽ�ό 

��5 ᥉ 

上記をᨊく通ᝣȚǢ 5 ᥉ 

  ※ȭǹǫット手ૠ料には、ෞᝲᆋがԃまれます。 

※ȭǹǫット手ૠ料は、ȭǹǫットがؓ行された場合に適用されます。 

 

11Შ のႆ行手ૠ料 

 

以下のについて、ᣁᡛをࠎஓされる場合、ႆ行手ૠ料をご負担いただきます。 

※お客様がごᐯ៲でプリントǢǦトする場合、ႆ行手ૠ料はかかりません。 

 

① 対象となる 

・取引إԓ 

・取引残高إԓ（ψλЈ金通ჷ） 

・損益証明 

・お客様 +&・ȑǹȯーȉ通ჷ 

 ኖዸኽ前ʩ˄面ڎ・

・個人情إᅆ請൭ 

 

② ႆ行手ૠ料 

1 あたり：1�1�� ό（ෞᝲᆋᡂ） 

取引إԓ、取引残高إԓψλЈ金通ჷは 1 かஉҥˮを 1 、1 あたり上限は 1�� としま

す。 

 

③ ႆ行手ૠ料のࣉ൭方法 
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・当社ˊ表ӝࡈをお持ちのお客様 

お客様のˊ表ӝࡈよりႆ行手ૠ料を引きᓳとします。 

※ˊ表ӝࡈにႆ行手ૠ料相当のӝࡈ残高がない場合にはႆ行できません。 

 

・当社ˊ表ӝࡈを解ኖしているお客様 

当社の定の行ӝࡈに、ႆ行手ૠ料をおਰᡂみください。 

行ӝࡈは別ᡦごక内いたします。 

 

④ ႆ行のご̔᫂方法 

下記ȡールǢȉȬǹܮに、൞Ӹ、ဃ年உ日、˰をご記λの上、ご̔᫂ください。 

お客様サポート：EWUVQOGT"HZRTKOG�EQO 
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会社ಒ要および苦情Ӗ˄・苦情処理・紛争解決について 

 

 

Š会社ಒ要 

商号等  株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ（金融商品取引業者、商品先ཋ取引業者） 

  関東財務局長（金商）第 259 号 

ьλするң会 一ᑍ社ׇ法人 金融先ཋ取引業ң会  

        一ᑍ社ׇ法人 日本投資問業ң会 

  日本商品先ཋ取引ң会  

本社ענ Ƅ15�-���� 東ʮᣃฑғᢊק 1-2-� ฑフクラǹ 

ᚨᇌ  2��� 年 9உ 2� 日 

ˊ表者  ˊ表取ዸࢫ社長 ܤဋ ԧ  

資本金  1 Εό 

ɼたる事業 相対による店頭デリバティブ取引およびその˄࠘関連業務 

連絡先  電話ဪ号 �5��-���-��� 

(#:  ��-5��9-�1�5 

'-OCKN  EWUVQOGT"HZRTKOG�EQO  

お問い合わせӖ˄時間 Ҝ前 9時 �� 分～Ҝࢸ 5時 �� 分（平日のみ） 

 

 

Š苦情処理・紛争解決 

苦情処理・紛争解決のための裁判外紛争解決制度※について、金融商品取引業者およびお客様が利用可能

なਦ定紛争解決機関は、ഏのとおりです。 

 

・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） 

・電話ဪ号 ： �12�-��-5��5（フリーダイヤル） 

・Ｒ᳆  ： JVVRU���YYY�HKPOCE�QT�LR� 

※裁判外紛争解決制度 

訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、

その解決を図る手続きのこと。#&4(#NVGTPCVKXG &KURWVG 4GUQNWVKQP)ともいう。 

 

 

（2�2� 年 � உ 2� 日改定） 
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Ჶ˄Ჸ 外国為替および店頭外国為替保証金取引用ᛖᨼ 

 

あ 

¾ 相対取引：あいたいとりƻき 

外国為替ࠊ場には、一ᢿをᨊいて株式のようにཋ理的な取引がないため、外国為替取引におい

ては、̊Ƒƹ٥り手とᝰい手が 1対 1 の関係のɶで取引வˑを決定する。 

¾ Ǣǹク（ᝰ͌：かいƶᲷǪフǡー） （Ćȓッȉ（٥͌：うりƶ） 

プライǹを੩ᅆするͨの٥りȬート。੩ᅆされるͨからᙸれƹᝰいȬートとなる。 

¾ ǢマǦント 

外国為替取引をするᨥの取引、取引金額のこと。 

¾ '%$：イーǷーȓー 

'WTQRGCP %GPVTCN $CPM のဦで、߸ɶځ行のこと。日本の日にあたる。 

¾ ዜ持ྙ 

ܱᨥに取引をするために࣏要な保証金額（࣏要保証金）に対する取引ӝࡈ残高のл合ൔྙ。 

ዜ持ྙᲷ時̖ᚸ̖ዮ額h̅用ɶ保証金g1�� 

¾ イフダン注૨ （KH FQPG QTFGT） 

ૼᙹのǪーダーをЈすᨥに、ӷ時にそのǪーダーがᇌ（ダン）した場合に決済するȬートをあ

らかơめᚨ定して、ǪーダーをЈしておく手法。あくまでૼᙹǪーダーがᇌした場合にのみ、

決済Ǫーダーが有јとなる。 

¾ インターバンクࠊ場  

行等金融機関、ブȭーǫー（電܇ブȭーǭンǰをԃǉ）、通ᝣ当局なƲからನされる。外国為

替ࠊ場で取引のɶ࣎的なࢫлをௐしており、ᳺ外国為替ࠊ場といƑƹ、一ᑍ的にはインターバン

クࠊ場をਦす。取引は、おʝいがႺあるいはブȭーǫー（電܇ブȭーǭンǰをԃǉ）をʼし、

様ŷな通̮手െを通ơて行う。通ࠝ、東ʮ、ȭンȉン、ȋȥーȨークの � 大ࠊ場のӋь者をɶ࣎

に、உ୴日のଔஔからם୴日のଔஔまで 2�時間機能している。 

¾ (4$：ǨフǢールȓー 

(GFGTCN 4GUGTXG $QCTF のဦで、連ᢰแͳ理事会のこと。国の金融ሊሊ定を行う理事会。日本

の日にあたる。 

¾ (1/%：ǨフǪーǨムǷー 

(GFGTCN 1RGP /CTMGV %QOOKVVGG（連ᢰ公ࠊ場ۀՃ会）のဦで、Ǣȡリǫの金融ሊを決定する

会合のこと。日本における「日金融ሊ決定会合」にあたる。 

¾ ό高 Ć όܤ 

日本όの̖͌が上ଞし外ᝣの̖͌が下ᓳするཞ७がό高であり、ᡞに日本όの̖͌が下ᓳし外ᝣ

の̖͌が上ଞするཞ७がόܤである。 

¾ ǪーǷーǪー注૨ （1%1᳙1PG ECPEGNU VJG QVJGT） 

ӷˮのʚつの注૨をӷ時にЈし、一つの注૨がኖ定するとᐯ動的に他方の注૨が取ෞされる注

૨手法。 

¾ し目ᝰい：おしめがい（Ćり٥り：もƲりうり） 

̖が上ଞしている局面で、一時的に̖が下ᓳしたタイȟンǰをᙸᚘらってᝰいをλれる手法。 

か 

¾ ǫバー取引 

(: 業者がお客様との取引によりဃずるポǸǷȧンを解ෞするために行う外国為替取引。 

¾ 為替ࠀ損益 

為替Ȭートの変動によりဃơる損益。 

¾ 為替リǹク 

為替Ȭートの変動によりဃơるリǹク。̊Ƒƹȉル٥り持ちの場合、ȉルが下ᓳすれƹ利益がႆ

ဃし、上ଞすれƹ損失がႆဃする。ᡞにȉルᝰい持ちの場合は、ȉルの下ᓳで損失が、上ଞで利益

がႆဃする。 

¾ 為替Ȭート 

外国為替ࠊ場においてီなる通ᝣをʩ੭（٥ᝰ）するᨥのʩ੭ൔྙ。 

¾ ᡞਦ͌注૨：Ɨǌくさしƶちǎうもん （Ćਦ͌注૨：さしƶちǎうもん） 

注૨をЈす時ໜのȬșルより˯いȬșルの٥りȬート、あるいは高いȬșルのᝰいȬートをਦ定
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してЈす٥ᝰ注૨。 

¾ 金融商品取引業者 

店頭外国為替保証金取引をԃǉ金融商品取引を取ৢう業務について、金融商品取引法上のႇを

Ӗけた者。 

¾ 金利リǹク 

金利の変動により、̖が上ଞしたり下ᓳしたりするリǹク。 

¾ ᨽ用ወᚘ 

᪪を及ǅすࢨ業者ૠや失業ྙなƲᨽ用情Ѭに関するወᚘ。特に国のᨽ用ወᚘは為替Ȭートにݼ

事がٶい為、外国為替ࠊ場では非ࠝに注目されるኺ済ਦとなっている。 

さ 

 金決済：さきんけっさいࠀ ¾

店頭外国為替保証金取引等において、当該٥ᝰዮˊ金をӖせず、反対٥ᝰ（٥りし・ᝰい

し）を行い、そのࠀ額のӖにより行う決済方法。 

¾ ਦ͌注૨：さしƶちǎうもん （Ćᡞਦ͌注૨：Ɨǌくさしƶちǎうもん） 

注૨をЈす時ໜのȬșルより˯いȬșルのᝰいȬート、あるいは高いȬșルの٥りȬートをਦ定

してЈす٥ᝰ注૨。 

¾ サマータイム 

のଷ間時間が長いことを利用して、法ˋでแ時をܓٰ 1 時間ᡶめた時Цを̅用する制度。国

や߸で用され、その間はኺ済ਦのႆ表時ЦなƲが日本では 1時間ଔまる。 

  場リǹクࠊ ¾

場の̖、金利等の変動により、保有する金融資産の̖が変動したኽௐ、損益がႆဃするリࠊ

ǹク。また、̖や金利の変҄により保有ポǸǷȧンの̖͌が変動するリǹク。 

¾ ǸーティーǷーǪーダー （)6%᳙IQQF VKNN ECPEGNNGF QTFGT） 

取りෞさない限り有јな注૨。 

¾ ᡵǪーダー 

有ј限をそのᡵのみとᚨ定してЈす注૨。 

¾ 証ਗ金（Ჷ保証金） 

(: の取引で࣏要な資金のこと。 

¾ Ƿȧート（Ćȭンǰ） 

٥ること、もしくは٥りポǸǷȧンを保有していること。（Ჷ٥り持ち：うりもち） 

¾ ̮用リǹク 

相手方のデフǩルト（債務不ޗ行）により債ೌを回ӓできなくなるリǹク、また、デフǩルトまで

ᐱらなくとも、その可能性が高まることにより相手の̮用щが˯下する場合に損失を被るリǹク。 

¾ ǹインǰトȬーȉ 

ૠ日からૠᡵ間の間で٥ᝰをܦኽさせるトȬーȉ手法。 

¾ ǹǭȣルȔンǰ 

ૠᅺからૠ分以内に٥ᝰをܦኽさせるトȬーȉ手法。 

¾ ǹトップȭǹ・Ǫーダー （損切り注૨） （Ćプȭフィット・テイǭンǰ・Ǫーダー （利い注૨）） 

保有するポǸǷȧンの損失を一定Ȭșルで確定させるための注૨。 

¾ ǹプȬッȉ  

٥͌とᝰ͌のき。්動性が高い通ᝣȚǢのȬートではく、්動性の˯い通ᝣȚǢでは࠼くな

ることがٶい。また、一ᑍ的にࠊ場Ӌь者がٶく取引がٶい時間࠘の方が、ǹプȬッȉはい。 

¾ ǹリッȚーǸ 

注૨時に表ᅆされている̖、または注૨時にਦ定した̖とܱᨥのኖ定̖との間にႆဃした

 。のことࠀ

¾ ǹȯップポイント  

2 国通ᝣ間の金利ࠀを為替Ȭートのポイントで表したもの。「高金利通ᝣᝰい・˯金利通ᝣ٥り」

の場合はポイントをӖ取り、ᡞに「高金利通ᝣ٥り・˯金利通ᝣᝰい」の場合はポイントをૅ

う。٥͌とᝰ͌にはき（ǹプȬッȉ）がある。 

¾ ሊ金利 

ɶځ行が金融ሊをܱするために、金融ࠊ場ᛦራのؕแとする金利のこと。 

¾ 損切り：そんƗり（Ć利い：りƙい） 
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利益がЈるとࢳしてᝰった（٥った）のに下ᓳ（上ଞ）してしまったときに、٥Ҳして(ᝰい

して)、その損を確定させること。  
た 

¾ ȁȣート  

相場の͌動きを表したǰラフのこと。 

¾ 通ᝣȚǢ 

取引で٥ᝰする通ᝣの組み合わせのこと。ȉルと日本όの場合、「ȉル�ό」のように表記す

る。 

¾ デイǪーダー  

有ј限をその取引日のみとᚨ定してЈす注૨。 

¾ デイトȬーȉ  

ૼᙹ・決済ɲ取引をӷ一取引日の内に行う取引。 

¾ テイクプȭフィット（Ćȭǹǫット） 

利い（りƙい）のこと。 

¾ テクȋǫル分ௌ 

ȁȣートを̅ってᢅӊの͌動きからݩஹの͌動きをʖยする手法。 

¾ 店頭外国為替保証金取引 

取引に࣏要な保証金よりも大きい̖額の外国為替取引を行うことができる取引をいい、店頭デリ

バティブ取引の一つ。 

¾ 店頭デリバティブ取引 

店頭外国為替保証金取引のように、金融商品取引がᚨする取引金融商品ࠊ場および外国金

融商品ࠊ場によらずに相対で行われるデリバティブ取引 

¾ ᡦ᠃注૨：Ʋてんちǎうもん 

保有するポǸǷȧンをƻっくりᡉす注૨のこと。̊Ƒƹ保有する٥りポǸǷȧンを手ˁᑈって、

ӷ時にᡞのᝰいポǸǷȧンをてる注૨手法。 

¾ トȬンȉ 

相場のؕ本的なͼӼ（ؕᛦ）のこと。相場が上ଞؕᛦにあることを「上ଞトȬンȉ」とᚕい、その

ᡞを「下ᨀトȬンȉ」とᚕう。 

な 

¾ ː͌：なかƶ 

金融機関が外国為替取引をするᨥにؕแとする為替Ȭートのことで、ஔ 9 時 55 分ごǖに決ま

る。 

¾ 行注૨：なりǏきちǎうもん 

一定のȬートをਦ定せず、ࠊ場で取引されているȬートで٥ᝰをすること。 

¾ ᩊ平：なんƽん 

保有しているポǸǷȧンに対して相場が損失をဃǉ方Ӽにᡶんだᨥに、さらにポǸǷȧンをᡙь

する取引手法。̊Ƒƹ相場がᝰった͌െより下がってしまった場合、その通ᝣをᝰいفしするこ

と。平רҥ̖を引き下ƛるјௐがある。 

¾ ȋȥーȨーククȭーǺ 

外国為替取引において、一日のғ切りとなる時間（国東ᢿ時間 1� 時 �� 分）のこと。この時Ц

をᢅƗてからの取引はഏの日の取引となる。 

は 

¾ バリȥーデイト（資金Ӗบ日）  

資金のӖบ日のこと。̊Ƒƹ外国為替のǹポット（Ⴚཋ）取引では、ҾЩとして取引日の 2 営業

日ࢸとなる。 

¾ 反対٥ᝰ 

持っているポǸǷȧンと反対の٥ᝰをすること。̊Ƒƹ、ᝰいポǸǷȧンを持っている場合は٥

り注૨により決済し、٥りポǸǷȧンを持っている場合にはᝰい注૨により決済すること。 

¾ ȓッȉ（٥͌：うりƶ） （ĆǢǹク（ᝰ͌：かいƶᲷǪフǡー）） 

プライǹを੩ᅆするͨのᝰいȬート。੩ᅆされるͨからᙸれƹ٥りȬートとなる。 

¾ フǡンダȡンタルǺ 

国や˖業のኺ済活動ཞඞをᅆすؕᄽ的な要׆のこと。ᒍᛖ表記「HWPFCOGPVCNU」で「ኺ済のؕᄽ的
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ᜂவˑ」とᚪされる。国のフǡンダȡンタルǺは、ኺ済長ྙ()&2)やᨽ用ወᚘ、ཋ̖ਦૠ、国ᨥ

ӓૅなƲのኺ済ਦからᛠみ取れ、為替相場の動Ӽをʖेするؕᄽ的なデータとなる。 

¾ プȭフィット・テイǭンǰ・Ǫーダー （利い注૨）（⇔ǹトップȭǹ・Ǫーダー （損切り注૨）） 

 保有するポǸǷȧンの利益を一定Ȭșルで確定させるための注૨。 

¾ ȘッǸ取引 

ଏ܍の取引からဃơるリǹクに対し、ᡞサイȉのリǹクを持つことによってリǹクの回ᢤを行う

取引のこと。 

¾ ポǸǷȧン （Ჷྚ：たてƗǐく） 

保有している٥りᝰいの持ち高。 

¾ ポǸǷȧントȬーȉ 

ૠᡵ間～ૠȶஉの間で٥ᝰをጮりᡉすトȬーȉǹタイルのこと。ჺ٥ᝰの一ᆔでǹインǰト

Ȭーȉよりも間が長く、長投資よりは間がჺいトȬーȉǹタイル。 

¾ 保証金（Ჷ証ਗ金） 

(: の取引で࣏要な資金のこと。 

¾ Ȝラティリティ 

相場の̖変動ྙのこと。相場が大きく動いている場合「Ȝラティリティが高い」、相場の動きが

 。さい場合「Ȝラティリティが˯い」とᚕうݱ

¾ 本：Ǆん 

為替取引の取引額ҥˮのことで、1本は 1�� ɢ通ᝣのこと。 

ま 

¾ り٥り：もƲりうり（Ćし目ᝰい：おしめがい） 

̖が下ᓳしている局面で、一時的に̖が上ଞしたタイȟンǰをᙸᚘらって٥りをλれる手法。 

や 

¾ ኖ定：やくơǐう 

٥ᝰ注૨がؓ行される、あるいは٥ᝰ取引がᇌすること。 

¾ ׄ本͌：よんǄんƶ 

の（やすƶ）͌ܤ、ኳ͌（おわりƶ）、高͌（たかƶ）、（はơめƶ）͌ڼ �つの̖のこと。 

ら 

¾ 利い：りƙい（Ć損切り：そんƗり） 

利益がЈるとࢳしてᝰい（٥り）、࣬ष通り相場が上ଞ（下ᓳ）した時ໜで٥Ҳして（ᝰいし

て）、利益を確定させること。 

¾ ්動性リǹク 

場の取引ᙹ制によって取引が制限される場合、あるいはᙹ制がない場合にも、取引日、取引時ࠊ

間࠘等の事情によりࠊ場の්動性が失われ、̖、取引額等について、取引のᐯဌがなくなるリ

ǹク。 

¾ ɲて：りǐうだて 

ӷơ通ᝣȚǢの「ᝰいポǸǷȧン」と「٥りポǸǷȧン」をӷ時に保有すること。 

¾ ȬバȬッǸ  

܇ （てこ）のこと。株の̮用取引、外国為替保証金取引等は、この܇のҾ理（ȬバȬッǸј

ௐ）を̅い、少額の投資資金に対し、ૠ̿～ૠ十̿、時としてૠႊ̿の金額の取引を行う。大きな

リターンを得ることができるが、ӷ様に大きな損失を被る可能性がある。 

¾ ȬンǸ相場 

一定の͌ࠢ（ȬンǸ）で̖が上がったり下がったりする相場のこと。 

¾ ȭǹǫット（Ćテイクプȭフィット） 

損切り（そんƗり）のこと。 

¾ ȭーǽクឱ 

ȁȣートで取引時間ɶの相場の͌動き（͌ڼ、ኳ͌、高͌、͌ܤ）を 1 本のȭーǽクの࢟で表ྵ

したもの。 

¾ ȭールǪーバー  

ҾЩとして取引日から 2 営業日ࢸが資金Ӗบ日である外国為替ǹポット（Ⴚཋ）取引について、

ǹȯップポイントをь減して、その資金Ӗบ日を፻営業日以ᨀにጮりࡨǂること。 

¾ ȭンǰ（ĆǷȧート） 
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ᝰうこと、もしくはᝰいポǸǷȧンを保有していること。（Ჷᝰい持ち：かいもち） 

（2�21 年 1� உ 1� 日改定） 



外国為替取引ኖഘ 

 

第 1வ （本ኖഘのឯଓ） 

本ኖഘは、お客様が株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ（以下「当社」という）との間で、インターȍ

ットまたは電話を利用して行う外国為替取引（以下、「本取引」という、本取引のうち外国為替保証

金取引はƀᢠǂる外ᝣƁをਦす）及び取引ӝࡈに関する取り決めであり、お客様には、本取引を行う

にあたり、本ኖഘのすǂてのவにӷ意していただくものとします。 

  

第 2 வ （ᐯࠁᝧ˓のҾЩ） 

お客様は、「ƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明」、「外国為替取引ኖഘ」、「電܇取引ኖഘ」を༌ᛠし、本取引の

内容及びˁ組みを理解の上、ڎኖዸኽ前ʩ˄面に記᠍されている事をすǂてʕ解して、ᐯらの判

ૺとᝧ˓において当社と本取引を行うことを১ᜄするものとします。  

  

第 � வ （取引ӝࡈのᚨとਰ替） 

お客様は、本取引を行うことを目的として、当社定の取引ӝࡈᚨဎᡂに࣏要事を記᠍の上、

当社定の࣏要をชƑてӝࡈのᚨをဎᡂみ、かつ当社がこれを১ᜄする場合にのみ、取引ӝࡈ

をᚨできるものとします。（なお、ƀᢠǂる外ᝣƁの取引ӝࡈを「ˊ表ӝࡈ」、ˊ表ӝࡈ以外の取引

ӝࡈを「その他ӝࡈ」という）  

2Შお客様（法人の場合、お客様のࢫᎰՃをԃǉ）が୧щׇ等の反社会的Ѭщにޓする方、もしくは

反社会的Ѭщに関与しているあるいは関与するᖐがある方であると当社が判ૺした場合は、ӝࡈᚨ

のဎᡂみをӖけ˄けません。 

�Შ当社は、お客様のӝࡈᚨဎᡂ時に、ᳺཛፕによるӓ益の移᠃᧸止に関する法ࢷ、ӷ行ˋ及び

ӷ行ᙹЩに定めるとこǖにしたがい、本人確認を行います。 

�Შƀᢠǂる外ᝣƁの取引（以下、「ˊ表ӝࡈ取引」という）に係る保証金、手ૠ料、ࠀ損益金、ǹȯ

ップポイント等金᥉のᚘ上は、すǂて「ˊ表ӝࡈ」を通ơて処理されます。ˊ表ӝࡈ取引以外の取引

（以下、「その他ӝࡈ取引」という）に係る保証金、ࠀ損益金、ǹȯップポイント等金᥉のᚘ上は、

すǂて「その他ӝࡈ」を通ơて処理されます。 

5Შお客様が当社と「ˊ表ӝࡈ取引」以外の金融商品取引を行うには、「ˊ表ӝࡈ」から「その他ӝࡈ」

にਰ替ƑてλЈ金を行うものとします。 

�Შお客様は、「ˊ表ӝࡈ取引」により「ˊ表ӝࡈ」の保証金残高にᚸ̖損益をь減し、未手ૠ料を

し引いた金額（以下、「時̖ᚸ̖ዮ額」という）がマイȊǹ（以下「ឬᢅ損失」という）となったࠀ

場合には、当該ឬᢅ損失分を当社にႺちにࡰ済するものとし、お客様がこの場合にႺちにࡰ済しない

ときには、当社は、お客様に事前に通ჷすることなくႺちに「その他ӝࡈ」に᪳ᚠされている保証金

（ˬし、取引に࣏要となる保証金（以下、「࣏要保証金」という）をᨊした金額を限度とする）を

もってឬᢅ損失にΪ当することができるものとします。 

�Შ前のᙹ定にしたがいお客様がႺちに当社にࡰ済しない場合または前に定めるΪ当によっても

ឬᢅ損失にたない場合には、当社は、お客様に事前に通ჷすることなく、お客様のᚘምにおいて、

「その他ӝࡈ」におけるすǂての未ኖ定のૼᙹ注૨を取ෞし、かつ、すǂての未決済ポǸǷȧンを反

対٥ᝰにより決済の上、決済ࢸのӝࡈに᪳ᚠされている保証金をឬᢅ損失にΪ当できるものとし、お



客様はこれによってဃơる損失がすǂてお客様に࠙ޓすることを১ᜄするものとします。なお、本

によるΪ当によってもឬᢅ損失にたない場合、お客様はႺちに残܍するឬᢅ損失を当社にࡰ済しな

けれƹなりません。 

�Შお客様が「その他ӝࡈ」においてឬᢅ損失がႆဃした場合、前及び前ŷのᙹ定にある「ˊ表

ӝࡈ取引」は「その他ӝࡈ取引」に、「ˊ表ӝࡈ」は「その他ӝࡈ」に、「その他ӝࡈ」は「ˊ表ӝࡈ

及び別のその他ӝࡈ（ឬᢅ損失がႆဃしたその他ӝࡈ以外にその他ӝࡈがある場合）」に、それƧれ

ᛠみ替Ƒてแ用するものとします。 

 

第 � வ（取引ᝧ˓者） 

法人のお客様の場合、取引は、お客様よりˊ理ೌを˄与された１Ӹの取引ᝧ˓者が行うものとします。 

2Შ取引ᝧ˓者は、当社が別ᡦ定めるؕแをたしたものに限ります。 

�Შ取引ᝧ˓者が取引のために行った行為のすǂてのᝧ˓はお客様に࠙ޓするものとします。 

�Შ お客様は取引ᝧ˓者を変する場合には、当社の定める方法により変手続を行うものとします。 

5Შ本ኖഘ及び電܇取引ኖഘにᙹ定される事は、お客様のみに該当すると当社が判ૺする事をᨊ

き、取引ᝧ˓者にも適用されるものとし、取引ᝧ˓者はお客様とσに当該適用事をᢝܣするものと

します。 

 

第 5 வ （決済） 

ƀᢠǂる外ᝣƁは、2通ᝣ営業日ࢸをӖบ日としてီなる 2国間の通ᝣを٥ᝰする取引ですが、当該

٥ᝰዮˊ金をӖせず、反対٥ᝰ（٥りし・ᝰいし）を行い、そのࠀ額のӖにより決済を行い

ます。 

 

第 � வ （ȭールǪーバー） 

ƀᢠǂる外ᝣƁは、当社が定めるǹȯップポイントをお客様に੩ᅆする限り、お客様は前வに定める

Ӗบ日を፻日にȭールǪーバー（ጮりࡨǂ）することができ、反対٥ᝰにより決済するまでዒ続して

ポǸǷȧンを保有することができます。  

 

第 � வ （取引Ȭート） 

お客様は、当社が外国為替ࠊ場のܱѬ取引ȬートにؕƮいて੩ᅆしたȬートがƀᢠǂる外ᝣƁに適用

されることを১ᜄするものとします。なお、ƀᢠǂる外ᝣƁにおけるᡞਦ͌注૨のܱᨥのኖ定Ȭート

は、お客様が意図したȬートと一ᐲしないことがあります。 

   

第 � வ （保証金） 

お客様は、ƀᢠǂる外ᝣƁの取引を行うにᨥし、「ƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明」に定める࣏要保証金以

上の金᥉（日本ό）を当社が定める方法によりあらかơめ᪳ᚠするものとします。  

2Შ当社はኺ済情Ѭの変҄、法ˋ・ᙹЩの改正等にˤい࣏要保証金額を変することができるものと

し、変したときは、お客様の未決済ポǸǷȧン及び未ኖ定のૼᙹ注૨に対しても変ࢸの࣏要保証

金額が適用されるものとします。 

�Შお客様から前のឬᢅする額のμᢿまたは一ᢿのᡉᢩ請൭があったときは、当社は、その請൭が



あった日からឪምして �行営業日以内に、当該請൭に係る金額をお客様があらかơめਦ定する金融

機関のӝࡈに日本όでਰᡂみいたします。ˬし、お客様の「その他ӝࡈ」においてឬᢅ損失がႆဃし

たときはこの限りではありません。 

�Შ当社が、前に定めるਰᡂみを通ࠝの手続きにしたがって行ったにもかかわらずბ金にࡨがဃ

ơたኽௐ、または前ˬしきにより当社がਰᡂみを行わなかったኽௐ、お客様に損失または損ܹが

ႆဃしても、当社は一切のᝧ˓を負いません。 

5Შお客様が当社に᪳ᚠする保証金に対して、当社は˄利いたしません。 

 

第 9 வ （取引時間及び注૨Ӗ˄時間） 

取引に係る取引時間及び注૨Ӗ˄時間は、当社が「ƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明」に定めるものとしま

す。  

  

第 1� வ （取引ૠ） 

取引においてお客様が取引できる取引ૠ及び取引金額は、当社が「ƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明」に

定めるር内とします。 

  

第 11 வ （注૨またはဎᡂの取ෞ・変） 

お客様は、ƀᢠǂる外ᝣƁの未ኖ定注૨に限り当社が定める注૨Ӗ˄時間内に取ෞあるいは変する

ことができるものとします。  

 

第 12 வ（ኖ定のᚖ正・取ෞ） 

取引においてኖ定がഏのӲ号のいずれかに該当する場合には、当社は、当該取引をᚖ正または取ෞす

ことができるものとします。なお、ኖ定が取ෞされることによりဃơるお客様の損失・損ܹについて

は、当社は一切そのᝧ˓を負わないものとします。  

（1）「ˊ表ӝࡈ」、または「その他ӝࡈ」の時̖ᚸ̖ዮ額が、Ӳ取引に࣏要とされる保証金額にた

ない場合のૼᙹ取引 

（2）お客様の取引の内容が、法ˋ、ᙹ制等に反するものであった場合 

（�）˴らかの理ဌでࠊ場̖にؕƮかないȬートによりኖ定した場合 

（�）その他、取引のͤμ性にༀらし、当社が不適当と判ૺした場合 

  

第 1� வ （ƀᢠǂる外ᝣƁにおけるȭǹǫットルール） 

お客様の未決済ポǸǷȧンにおいて、持ち （͌ポǸǷȧンを保有したᨥのᇌȬート）とܱѬȬート

とのࠀによりဃơる損失の合ᚘがᳺƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明に定める൦แ（以下、「ȭǹǫット൦

แ」という）にᢋした場合、当該時ໜをもってȭǹǫットの対象と判ૺします。ȭǹǫットの対象と

判ૺされた取引ӝࡈについてお客様の未ኖ定注૨のμᢿをࢍ制的に取ෞした上で、当社は、お客様に

事前に通ჷすることなく、未決済ポǸǷȧンのμᢿまたは一ᢿを行注૨により反対٥ᝰし決済（以

下「ȭǹǫット」という）できるものとし、当該決済によってဃơる損失は、すǂてお客様に࠙ޓす

るものとします。  

2Შ前のȭǹǫットによる反対٥ᝰは、行注૨でႆ注される性ឋ上、ȭǹǫット൦แのؕแとな



るȬートでኖ定することを保証するものではありません。 

�Შȭǹǫットは、お客様の損失がȭǹǫット൦แにとƲまることを保証するものではなく、お客様

が᪳ᚠされた保証金以上の損失がႆဃする場合もあります。 

 

第 1� வ （ƀᢠǂる外ᝣƁにおけるࢍ制取ෞ・ࢍ制決済） 

ȭǹǫットؓ行൦แの変にˤい、ƀᢠǂる外ᝣƁにおけるࢍ制取ෞ・ࢍ制決済制度はࡑ止されまし

た。 

 

第 15 வ （限の利益のվ失） 

お客様にഏのӲ号のいずれかの事ဌがဃơた場合には、当社またはお客様からの通ჷ・͵ԓ等がなく

とも、お客様は、当社に対する本取引に係るすǂての債務について限の利益を失い、Ⴚちにその債

務をࡰ済するものとします。  

Ჶ個人のお客様の場合Ჸ 

（1）ૅのͣ止、ᄊ産手続、または民事ϐဃ手続のဎᇌがあった場合 

（2）手࢟ʩ੭の取引ͣ止処分をӖけた場合 

（�）お客様の当社に対する本取引に係る債ೌまたはその他一切の債ೌのいずれかについてˎࠀ、

保μ処分またはࠀのԡˋ、通ჷがႆᡛされた場合 

（�）お客様の当社に対する本取引に係る債務についてࠀλれている担保の目的ཋについてࠀまた

はᇤ٥手続きのڼがあった場合 

（5）外国の法ˋにؕƮく前Ӳ号のいずれかに相当またはする事ဌがဃơた場合 

（�）˰変のފЈを࣭る等お客様のᝧめに࠙すǂき事ဌにより、当社にお客様のנが不明とな

った場合 

ᩊまたは不可能になった場合あるいはരʧした機能の˯下により本取引のዒ続がᓸしく៲࣎（�）

場合 

（�）お客様の取引ӝࡈᚨဎᡂ等当社ǁの੩Јの記᠍内容にᖎͬのဎԓがあった場合 

（9）お客様が୧щׇ等の反社会的Ѭщにޓする方、もしくは反社会的Ѭщに関与しているあるいは

関与するᖐがある方であると当社が判ૺした場合 

（1�）お客様が˴らかのཛፕにь担しているᖐがあると客ᚇ的情إにより当社が判ૺした場合 

Ჶ法人のお客様の場合Ჸ 

（11）ૅのͣ止、ᄊ産手続、会社ဃ手続、民事ϐဃ手続、 または特別ฌምڼのဎᇌがあった

場合 

（12）手࢟ʩ੭の取引ͣ止処分をӖけた場合 

（1�）お客様の当社に対する本取引に係る債ೌまたはその他一切の債ೌのいずれかについてˎࠀ、

保μ処分またはࠀのԡˋ、通ჷがႆᡛされた場合 

（1�）お客様の当社に対する本取引に係る債務についてࠀλれている担保の目的ཋについてࠀまた

はᇤ٥手続きのڼがあった場合 

（15）外国の法ˋにؕƮく前Ӳ号のいずれかに相当またはする事ဌがဃơた場合 

（1�）˰ 変のފЈを࣭る等お客様のᝧめに࠙すǂき事ဌにより、当社にお客様のנが不明とな

った場合 



（1�）取引ᝧ˓者の࣎៲機能の˯下により本取引のዒ続がᓸしくᩊᒉしくは不可能になった場合ま

たは取引ᝧ˓者がരʧした場合において、お客様がૼしい取引ᝧ˓者をਦ定しない場合またはお客様

に当社のؕแをたすૼしい取引ᝧ˓者がいない場合 

（1�）お客様が取引ᝧ˓者を変する場合において、お客様に当社のؕแをたすૼしい取引ᝧ˓者

がいない場合 

（19）お客様が当社の定める方法によらず取引ᝧ˓者を変して取引を行った場合 

（2�）お客様の取引ӝࡈᚨဎᡂ等当社ǁの੩Јの記᠍内容にᖎͬのဎԓがあった場合 

（21）お客様またはお客様のࢫᎰՃが୧щׇ等の反社会的Ѭщにޓする場合、ᒉしくは反社会的Ѭщ

に関与しているあるいは関与するᖐがあると当社が判ૺした場合 

（22）お客様またはお客様のࢫᎰՃが˴らかのཛፕにь担しているᖐがあると客ᚇ的情إにより当社

が判ૺした場合 

2ᲨഏのӲ号のいずれかの事ဌがဃơた場合、お客様は、当社の請൭によって当社に対する取引に係

るお客様の債務の限の利益を失い、Ⴚちにその債務をࡰ済するものとします。 

（1）お客様の当社に対する取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一ᢿでもޗ

行を๛した場合 

（2）お客様の当社に対する債務（ˬし、本取引に係る債務をᨊく）についてࠀλれている担保の目

的ཋについてࠀまたはᇤ٥手続きのڼ（外国の法ˋにؕƮくこれらのいずれかに相当またはす

る事ဌに該当した場合をԃǉ）のဎᇌがあった場合 

（�）お客様が外国為替ࠊ場の正ࠝな取引ॹ行に反する行為を行ったと当社が判ૺした場合 

（�）お客様が本ኖഘ、電܇取引ኖഘ、その他当社が定める一切の取引ኖഘ・ᙹ定・ᙹኖのいずれか

にᢌ反した場合 

（5）前 �号及び前 1� 号のǄか当社が債ೌ保μを࣏要とする相当の事ဌがဃơた場合 

  

第 1� வ （ૅ不能または不能となるᖐがある場合における決済方法等） 

お客様が前வ第１Ӳ号のいずれかに該当したときは、当社は˓意に、お客様ǁの事前通ჷやお客様

の১ᜄを࣏要とすることなく、お客様が行っているすǂての取引につき、この未ኖ定注૨の取ෞ及び

未決済ポǸǷȧンの決済をすることができるものとします。  

2Შお客様が前வ第 2第 1 号にਫ਼ƛる債務のうち、取引に係る債務について一ᢿでもޗ行を๛し

たときは、当社は˓意に、お客様ǁの事前通ჷやお客様の১ᜄを࣏要とすることなく、当該ࡨに係

る取引の未ኖ定注૨の取ෞ及び未決済ポǸǷȧンのμᢿまたは一ᢿを決済することができるものと

します。 

�Შお客様が前வ第 2 のӲ号のいずれか（前の場合をᨊく）に該当し、当社からの請൭があった

ときは、当社のਦ定する日時までに、お客様は、当社を通ơて行っているすǂての取引の未ኖ定注૨

の取ෞ及び未決済ポǸǷȧンを決済するために࣏要な反対٥ᝰ等を行うものとします。 

�Შ前の日時までにお客様が࣏要な反対٥ᝰ等を行わない場合には、当社が˓意に、お客様のᚘም

において未ኖ定注૨の取ෞ及び未決済ポǸǷȧンの決済に࣏要な反対٥ᝰ等をすることができるも

のとします。 

5Შ前Ӳの決済等を行ったことによりဃơた損失及び失利益について、当社は一切そのᝧ˓を負

わないものとし、当該決済のኽௐ、ឬᢅ損失がဃơた場合には、お客様は当社に対して、その額に相



当する金᥉をႺちにૅうものとします。 

 

第 1� வ （不可৴щにおける決済方法等） 

変、争、変、ǹトライǭ、外ᝣ事情の࣯変等、不可৴щと認められる事ဌにより、当社のעټ

事業のዒ続がᩊなཞඞにᨋったと当社が判ૺした場合には、お客様ǁの事前通ჷやお客様の১ᜄを

要とすることなく、お客様が当社を通ơて行っている取引につき、当社は˓意に、お客様のᚘምに࣏

おいて未ኖ定注૨を取ෞし、かつ未決済ポǸǷȧンの決済に࣏要な反対٥ᝰ等をすることができるも

のとします。 

2Შ前の場合においては、前வ第 5のᙹ定をแ用するものとします。 

  

第 1� வ （ࠀ引ᚘም） 

お客様と当社との一切の取引において、限のПஹ、 第 15வに定める限の利益のվ失その他の事

ဌによって、お客様が当社に対する債務をޗ行しなけれƹならない場合には、その債務と本取引に係

るお客様の当社に対する債ೌその他一切の債ೌとを、その債ೌの限にかかわらず、お客様に事前通

ჷすることなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。 

2Შ前の相殺を行う場合には、当社は事前の通ჷ及び定の手続きをႾဦし、お客様にˊわり保証

金その他のいしをӖけ、債務のࡰ済にΪ当できるものとします。 

�Შ前及び前ŷによりࠀ引ᚘምを行う場合、債ೌ・債務の利ऒ、損ܹ金等のᚘምについては、そ

の間をᚘምܱ行の日までとし、債ೌ・債務の利ྙについては当社の定める利ྙによりᚘምするもの

とします。また、債ೌ及び債務のૅ通ᝣがီなるときに適用する外国為替相場については、当社の

ਦ定する通ᝣによるものとし、お客様の当社に対する外ᝣての債務をόてに੭ምする場合は、当

社の定める為替Ȭートを適用するものとします。 

�Შ前Ӳによりࠀ引ᚘምを行ったኽௐ、お客様にᡉᢩすǂき保証金がある場合は、当社は、あらか

ơめお客様がႇされたお客様ご本人Ӹ፯の金融機関のӝࡈにおਰᡂみいたします。  

 

第 19 வ （担保ཋの処分） 

お客様が当社に対し負担する債務を定の時限までにޗ行しなかった場合には、お客様が当社にࠀλ

れている担保ཋについて、通ჷ・͵ԓ等を行わず、かつ法ࢷ上の手続きによらず、お客様のᚘምにお

いて、その方法、時、場、̖等は当社の˓意で処分し、その取得金からᜂᝲ用をࠀし引いた残

額を法定のࡀにかかわらず債務のࡰ済にΪ当することができ、また、当該ࡰ済Ϊ当を行ったኽௐ、

残債務がある場合にはお客様はႺちにࡰ済を行うものとします。 

  

第 2� வ （ҩ有ཋの処分） 

お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務をޗ行しなかった場合には、当社がҩ有してい

るお客様の外国通ᝣ、有̖証券等を処分できることとし、この場合すǂて前வにแơて取ৢうものと

します。 

  

第 21 வ （Ϊ当のਦ定）  

債務のࡰ済または第 1� வのࠀ引ᚘምを行う場合、お客様の債務のμ額をෞ๒させるのにឱりないと



きは、当社が適当と認めるࡀ方法によりΪ当するものとします。 

  

第 22 வ （๛損ܹ金のૅ） 

お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務のޗ行を࣭ったときは、当社の請൭により、当

社に対しޗ行日の፻日（当該日をԃǉ）よりૅをܦʕした日（当該日をԃǉ）まで、年 1���Ჟ

のл合（1年を ��5 日としてᚘም）による๛損ܹ金をૅうものとします。 

  

第 2� வ （債ೌᜯบ等の禁止） 

お客様が当社に対して有する債ೌは、これを第三者にᜯบ、ឋλれ、その他処分することができない

ものとします。 

  

第 2� வ （إԓ） 

Ჶ個人のお客様の場合Ჸ 

お客様は、第 15 வ第１ �号から 1� 号をᨊくӲ号及びӷவ第 2 2 号のいずれかの事ဌがဃơた場

合には、当社に対し๛なくႺ面をもってそのଓのإԓをするものとします。 

 Ჶ法人のお客様の場合Ჸ 

お客様は、第 15வ第１ 1� 号、1� 号から 22号をᨊくӲ号及びӷவ第 2 2号のいずれかの事ဌが

ဃơた場合には、当社に対し๛なくႺ面をもってそのଓのإԓをするものとします。 

 

第 25 வ （手ૠ料等ᜂኺᝲ） 

お客様は、「ƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明」に定める手ૠ料等ᜂኺᝲを当社に対しૅうものとします。 

  

第 2� வ （ފЈ事の変） 

Ჶ個人のお客様の場合Ჸ 

お客様は、当社にފЈたお客様の൞ӸまたはӸᆅ、˰またはענ、電܇ȡールǢȉȬǹその他の

事に変があったときは、Ⴚちに当社が定める方法により変手続をするものとします。  

Ჶ法人のお客様の場合Ჸ 

お客様は、当社にފЈたお客様及び取引ᝧ˓者の൞ӸまたはӸᆅ、ҮᦷまたはፙӸᦷ、˰ または事

務のענ、電܇ȡールǢȉȬǹその他の事に変があったときは、Ⴚちに当社が定める方法に

より変手続をするものとします。 

なお、変手続により、お客様（法人の場合、ܱឋ的ૅᣐ者）が外国人 2'2᳭（要な公的עˮを有

する者）に該当することが判明した場合、お客様の取引に当社がਦ定する方法で本人確認を行い、

その確認がኳʕするまでサーȓǹの利用をμᢿまたは一ᢿ制限できるものとします。 

2Შ変手続がなかったためにႆဃした損失及び損ܹの一切は、お客様のᝧ˓に࠙するものとします。 

  

第 2� வ （通ჷのјщ）  

お客様があらかơめފЈた˰または事務のענまたはお客様の電܇ȡールǢȉȬǹܮに、当社

からなされた本取引に関するᜂ通ჷが、᠃އ、不נその他当社のᝧめに࠙さない事ဌによりࡨბし、

またはПბしなかった場合においては、通ࠝПᢋすǂきときにПᢋしたものとみなします。 



  

第 2� வ （βᝧ事） 

ഏのӲ号にਫ਼ƛる事ဌによりဃơた損失及び損ܹについて、当社は、一切そのᝧ˓を負わないものと

します。 

、変、争、変、ǹトライǭ、外ᝣ事情の࣯変等、不可৴щと認められる事ဌによりעټ（1）

本取引のؓ行、金᥉のӖがࡨまたは不可能になったことによりဃơた損失及び損ܹ 

（2）法ˋ・ᙹЩ等の変または外国為替ࠊ場のᦋ等の事ဌにより、お客様の本取引に係る注૨に

当社がࣖơ得ないことによりဃơた損失及び損ܹ 

（�）電̮・電話、インターȍット、ᣁ̝等の通̮手െにおけるᛚ、๛等、当社のᝧめに࠙すこ

とができない事ဌによりဃơた損失及び損ܹ 

（�）お客様、当社及び第三者の本取引に係る一切のǳンȔȥーターǷǹテム、ȏーȉǦǧǢやǽフ

トǦǧǢのᨦ、ᛚ˺動によりဃơた損失及び損ܹ、または第三者が੩̓する通̮回ዴのᨦ・不ᛦ

によりဃơた損失及び損ܹ 

（5）お客様 +& 及びȑǹȯーȉのᛚλщ、ࣔҲ等、お客様ごᐯ៲のᝧ˓により本取引に係る注૨がЈ

せなかったことによりဃơた損失及び損ܹ 

（�）お客様の意またはᢅ失、その他当社のᝧめに࠙することができない事ဌにより、お客様のお

客様 +& 及びȑǹȯーȉがお客様以外の第三者によりλщその他の方法で̅用されて行われた本取引

によりဃơた損失及び損ܹ 

（�）当社定のに̅用されたҮࢨまたはፙӸとފЈのҮᦷまたはፙӸᦷとが相ᢌないものと当

社が認めて、金᥉のӖ、᪳ ᚠした有̖証券等のᡉᢩその他の処理が行われたことによりဃơた損失

及び損ܹ 

（�）上記Ӳ号の事ဌによりお客様の注૨あるいはȭǹǫット、ࢍ制決済がؓ行されなかったことに

よりဃơた損失及び損ܹ 

（9）その他当社のᝧめに࠙すことのできない事ဌによりဃơた損失及び損ܹ 

  

第 29 வ （إԓ等の˺及び੩Ј） 

当社が日本国の法ˋ等にؕƮき要൭される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を当社が日本

国ࡅ機関等にإԓすることに対し、お客様はီᜭをƑないものとします。また、この場合、お客

様は、当社の̔᫂にࣖơて、当該إԓ、その他のの˺にңщするものとします。  

2Შ前のᙹ定にؕƮくإԓその他のの˺及び੩Јに関してႆဃしたお客様の一切の損失及

び損ܹについては、当社は一切ᝧ˓を負わないものとします。 

  

第 �� வ （解ኖ） 

ഏのӲ号のいずれかに該当した場合は、当社は、本ኖഘ及び本ኖഘにؕƮくӲڎኖを解ኖできるもの

とします。ˬし、解ኖ時においてお客様が当社と行う本取引の未決済ポǸǷȧンが残܍する場合、Ӎ

はお客様の当社に対する本ኖഘにؕƮく債務が残܍する場合には、その限度において本ኖഘその他本

取引に係るڎኖはјщを有するものとします。 

（1）お客様が当社定の手続きにより解ኖのဎЈをしたとき 

（2）お客様に第 15வӲӲ号のいずれかの事ဌがႆဃしたとき 



（�）お客様が本ኖഘ、その他法ˋ等にᢌ反していると当社が判ૺしたとき 

（�）第 ��வに定める本ኖഘの変にお客様がӷ意しないとき 

（5）お客様が、電܇取引ኖഘ第 1�வӲ号にᙹ定する禁止事にᢌ反していると当社が判ૺしたとき 

（�）お客様がჺ時間での注૨をጮりᡉし行い、他のお客様の取引、ǫバー取引、あるいは当社の取

引Ƿǹテム等にफࢨ᪪を及ǅすと当社が判ૺしたとき 

（�）相当間にわたって、お客様のˊ表ӝࡈ及びその他ӝࡈに保証金残高がない場合 

（�）相当間にわたって、お客様の取引がなく、かつ、お客様のˊ表ӝࡈ及びその他ӝࡈの保証金

残高が一定金額にたない場合 

（9）お客様が、取引とႺ関係がないλЈ金をጮりᡉし行ったと当社が判ૺしたとき 

（1�）お客様の取引について本人以外が行っていると当社が判ૺしたとき 

（11）なりすまし取引やӸ፯しがွわれる場合なƲ、お客様が当社のᢃ営方針に外れた७様で本取

引およびサーȓǹを利用していると当社が判ૺしたとき 

（12）前Ӳ号の他、当社の判ૺするやǉを得ない事ဌにより、当社がお客様に対し解ኖのဎЈをした

とき 

2�前に定めるᢌ反および禁止事に該当した場合、当社は事前の通ჷなく該当ӝࡈをϵኽし、ᢅ ӊ

にさかのǅって該当の取引を取りෞす場合があります。これによって不ឱ金がႆဃした場合、当社は

不ឱ金について請൭できるものとします。また該当の取引によって当社が損ܹを被った場合、お客様

はその損ܹに対しឆΝᝧ˓を負うものとします。 

�Შ第 1により本ኖഘにؕƮくڎኖが解ኖされた場合には、「その他ӝࡈ」における取引及びڎኖも

ӷ時に解ኖされるものとします。 

�Შ当社は、本வにより解ኖされた場合においてお客様にဃơた損失及び損ܹについては、当社に

意またはᢅ失がない限り一切そのᝧ˓を負わないものとします。 

  

第 �1 வ （解ኖによるฌም） 

前வのᙹ定にしたがい本ኖഘが解ኖされた場合、当社は、お客様の未決済ポǸǷȧンがあれƹ、すǂ

ての未決済ポǸǷȧンを、お客様のᚘምにおいて、当社が˓意に反対٥ᝰして本取引をኳʕさせるこ

とができます。 

2Შ前வのᙹ定にしたがい本ኖഘが解ኖされた場合、当社はお客様より᪳ᚠされている保証金を当社

定の方法でᡉᢩするものとします。 

�Შ前に関わらず、お客様が当社に対して債務を負っている場合は、お客様は当該債務を解ෞする

ために࣏要な金額を、Ⴚちに当社にૅうものとします。また、当社は当該債務が解ෞされるまで、

᪳ᚠされた保証金をお客様にᡉᢩしないことがあります。 

 

第 �2 வ （サーȓǹ内容の変） 

当社は、お客様に事前に通ჷすることなく、本取引におけるサーȓǹの内容を変できるものとしま

す。 

  

第 �� வ （情إサーȓǹの個人利用） 

お客様は、当社が੩̓する為替相場等に関する情إサーȓǹを、お客様の取引目的のみに利用するも



のとし、第三者ǁの情إ੩̓、営業目的の利用、情إのьまたはϐᣐ̮等の利用は行ってはならな

いものとします。  

2Შ当社は、お客様に事前に通ჷすることなく、当社の判ૺにより情إサーȓǹのご利用をͣ止させ

ていただくことがあります。 

  

第 �� வ （個人情إの取ৢい） 

個人情إの取ৢいについては、別ᡦ公表している「個人情إ保ᜱ方針」にแずるものとします。 

  

第 �5 வ （取引ᛟ明の変） 

当社は、「ƀᢠǂる外ᝣƁ取引ᛟ明」の変がある場合、๛なくそのଓをお客様にԓჷするものと

します。 

  

第 �� வ （本ኖഘの変） 

本ኖഘの内容は、法ˋ等の変、Ⴓთ࠻ܫのਦᅆ、その他当社の業務上࣏要がဃơた場合には変さ

れることがあります。 

2Შ前の変内容がお客様の従ஹのೌ利を制限し、またはお客様にૼたな፯務をᛢすものであると

きは、その内容を当社の定める方法によりお客様に通ჷします。この場合、当社が定める限までに

ီᜭのဎЈがないときは、お客様はその変にӷ意したものとみなします。 

 

第 �� வ （適用法ˋ及び合意ሥᠤ） 

本ኖഘは、日本国の法ࢷにแਗし、解されるものとします。また、お客様と当社との間の本取引及

び本ኖഘにឪ׆するまたは関する一切の訴訟について、東ʮע方裁判を第一ݙのޓݦ的合意ሥᠤ裁

判とします。  

  

  

（2�2� 年 � உ 2� 日改定） 

 



 

1 
 

電܇取引ኖഘ 

 

第 1வ （本ኖഘのឯଓ） 

本ኖഘはお客様が株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ（以下「当社」という）との間でイ

ンターȍットによる電܇通̮手െ（以下「本Ƿǹテム」という）を利用して外国為替取

引、バイȊリーǪプǷȧン取引および %(& 取引（以下、ዮᆅして「本取引」という）を

行うᨥの取り決めであり、お客様には、本Ƿǹテムを利用されるにあたって、以下のவ

にすǂてӷ意いただくものとします。 

 

第 2 வ （本Ƿǹテムの利用） 

本Ƿǹテムはお客様がڎኖዸኽ前ʩ˄面を༌ᛠし、本取引の内容とˁ組みを理解の

上、お客様が本取引を行うための取引ӝࡈ（以下ᳺ本取引ӝࡈという）のᚨをဎᡂ

み、当社がそれを১ᜄしたࢸに利用できます。 

2Შ当社は、お客様に本Ƿǹテム利用に̅用するお客様 +&、Иȑǹȯーȉをႆ行し、当

社の定める方法でお客様に通ჷします。 

�Შ本Ƿǹテム利用のᨥはお客様 +&およびȑǹȯーȉが࣏要となります。 

�Შお客様はお客様 +& とȑǹȯーȉをሥ理するᝧ˓を負うものとします。お客様 +&およ

びȑǹȯーȉは、お客様ご本人のみが̅用でき、他人とσӷで̅用、または他人に与

もしくはᜯบすることはできません。 

 

第 � வ （本Ƿǹテムのサーȓǹのር） 

当社がお客様に੩̓する本Ƿǹテムのサーȓǹのርは、本取引およびこれに˄᨟する

行為、または別ᡦ当社が定めるርとします。なお、当社は、本Ƿǹテムのサーȓǹ内

容を、お客様に事前に通ჷすることなく、変することができるものとします。 

2Შお客様は本サーȓǹに適したᇢ機֥、Ȣデム、続回ዴ、ઃ࠘電話、ǽフトǦǧǢ

プȭǰラムおよびインターȍット続会社（プȭバイダー）あるいはઃ࠘電話会社との

 。ኖなƲをお客様のᝧ˓でแͳいただくものとしますڎ

 

第 � வ （利用時間） 

お客様が本Ƿǹテムを利用できる時間は、当社が別ᡦ定める時間内とします。ˬし、当

社はこれをお客様に事前の通ჷをすることなく変できるものとします。 

 

第 5 வ （注૨またはဎᡂのӖ˄・ኖ定） 

お客様が本Ƿǹテムを利用してЈされる注૨は、λщ内容を当社がӖ̮し確認した時ໜ

でそのӖ˄がᇌしたものとします。 



 

2 
 

2Შ当社はӖけ˄けた注૨を定のༀ会ဒ面なƲにᡮやかに表ᅆするものとします。お客

様は本Ƿǹテムを利用してЈされた注૨がӖ理されたこと、および注૨内容と表ᅆ内容

の一ᐲ、またᇌあるいは不ᇌをༀ会ဒ面なƲにて࣏ず確認するものとします。 

�Შお客様が本サーȓǹを利用した注૨内容について、お客様と当社との間でွ፯がဃơ

た場合は、お客様の本サーȓǹ利用にᨥしてλщされた当社の記内容をもって処理す

るものとします。 

 

第 � வ （Ј金̔᫂の変・取ෞ）お客様が本Ƿǹテムを利用して行った当社に対するЈ

金̔᫂は、当社が別ᡦ定める時間内に限り、本Ƿǹテムにより取ෞあるいは金額の変

を行うことができるものとします。 

 

第 � வ （機֥なƲのᨦܹ） 

お客様の̅用されるᇢ機֥およびインターȍット続ȄールなƲにᨦܹがႆဃし本Ƿ

ǹテムを利用できなくなった場合は、お客様のᝧ˓においてࣄにѐめていただきま

す。 

2Შ前のᨦܹがႆဃした場合において、当社は電܇ȡール、(#:、ᣁ̝なƲの通̮手െ

によってお客様からの注૨をӖ理することは一切行わないことを、お客様はあらかơめ

১ᜄするものとします。 

 

第 � வ （非ࠝ時における対ࣖ） 

非ࠝ時なƲにお客様が当社に連絡されるᨥは、当社が別ᡦ定める連絡先とします。 

2Შ当社はお客様に対しዬ࣯に連絡が࣏要となった場合は、電܇ȡール、電話、(#:、ᣁ

̝なƲ合理的な通̮手െにより連絡いたします。 

 

第 9 வ （βᝧ事） 

お客様はǷǹテム上のᨦܹなƲഏのӲ号にਫ਼ƛる事ဌによりဃơた損失および損ܹはす

ǂてお客様に࠙ޓすることをあらかơめʕ১し、当社は一切そのᝧ˓を負わないものと

します。 

（1）お客様、当社および第三者の本取引に係る一切のǳンȔȥーター・Ƿǹテム、ȏー

ȉǦǧǢやǽフトǦǧǢのᨦ、ᛚ˺動 

（2）通̮回ዴのᨦ、ᛚ˺動および不ᛦɳびに当社とのʩ̮が不明ღ、不能なƲによっ

て当社がお客様の注૨をӖ̮できないなƲ、当社のᝧめに࠙することのできない事ဌ 

（�）お客様の意またはᢅ失、その他当社のᝧめに࠙することができない事ဌにより、

お客様 +&およびȑǹȯーȉがお客様以外の第三者によりλщその他の方法で̅用されて

本Ƿǹテムが利用された場合 

 

第 1� வ （禁止事） 
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お客様は本Ƿǹテムの利用にᨥし、ഏのӲ号に定める事を行わないものとします。 

（1）当社がਖ਼ڜする手െ・手法以外のものを利用して本取引を行うことまたは行おうと

すること 

（2）当社がਖ਼ڜする手െ・手法にь、改変なƲを行い、それを用いて本取引を行うこ

とまたは行おうとすること 

（�）当社がਖ਼ڜする手െ・手法をદ˺するためのǽフトǦǧǢなƲ（当社がਖ਼ڜするも

のをᨊく）を用いて本取引を行うことまたは行おうとすること 

（�）マȍー・ȭーンダリンǰ、テȭ資金̓与᧸止のᚇໜから、ෙ外サーバーなƲをኺဌ

して取引を行うことまたは行おうとすること 

（5）お客様が本Ƿǹテムを利用して本取引を行うにあたり、事前に通ჷしたうƑで当社

が禁止する取引 

 

第 11 வ （本Ƿǹテムの利用の解ᨊ） 

ഏの事のいずれかに該当する場合は、お客様の本Ƿǹテムの利用は解ᨊされます。 

（1）お客様が本Ƿǹテムの利用˞止あるいは当社に解ኖをဎしЈた場合 

（2）当社がやǉを得ない事情で利用˞止をဎしЈた場合 

（�）˴らかの事ဌによりお客様が本Ƿǹテムを利用いただくことが不適当と当社が判ૺ

した場合 

 

第 12 வ （電܇ʩ˄のӷ意） 

当社が本取引に関してお客様にʩ˄する面については、電ᄬ的方法によるʩ˄（以下

ᳺ電܇ʩ˄という）を行うものとし、お客様はӝࡈᚨ時にこれにӷ意するものとしま

す。 

 

第 1� வ （その他） 

本ኖഘにᙹ定されていないவについては、本取引についてのӲኖഘのӲவが有јで

あり、適用されるものとします。 

 

（2�2� 年 � உ 2� 日改定） 

 

 

 


